
 





はじめに 

 

府中市長 高野 律雄 

  

府中市では、質の高い住宅と住まいの環境を確保するため、平成１５年度に「第２次

府中市住宅マスタープラン」を策定し、プランで掲げる目標の達成に向けて様々な住宅

施策を展開してまいりました。 

 おかげさまで、市民の皆様からは「住みよいまち」という評価をいただいております

が、さらに満足度の高い住環境を実現するためには、緩やかな回復基調にあるものの依

然として先行きが不透明な経済情勢のなか、本格化する少子高齢社会の進行や家族形態

の多様化、地震・災害や環境問題への対策など、こうした住宅を取り巻く様々な課題や

ニーズの変化を捉えた施策が必要となってまいります。 

これらの課題を解決するため、住宅施策の展開において、その基本指針となる「第３

次府中市住宅マスタープラン」を策定いたしました。 

策定にあたりましては、既存の住宅ストックを最大限に活用するとともに、市民、事

業者及び関連団体など住生活に関わる多くの関係者相互の協働による住環境づくりを

進める必要性が、今後、ますます高まってまいります。本市が住宅施策を推進するうえ

で直面すると予想される課題とその対応策について、「住まいに関するアンケート調査」

等により市民や事業者の皆様からいただきました貴重なご意見を取り入れるとともに、

府中市住宅マスタープラン検討協議会の委員の皆様により、多角的な検討を重ねてまい

りました。 

プランの推進にあたりましては、本市の都市像である「みんなで創る 笑顔あふれる 

住みよいまち」の実現に向けて、市民や事業者及び関連団体の皆様のご協力をいただき

ながら各施策を展開してまいりますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 
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第１章 計画の目的と位置付け 

１ 策定の目的 

（１）策定の背景 

府中市住宅マスタープランは、市の住まいづくりに係る施策展開の基本的な方針

となる計画です。平成16年３月に「第２次府中市住宅マスタープラン」を策定し、

総合的に住まいづくりに係る施策を推進してきました。 

この間、国においては、「住宅建設計画法」を廃止する一方で、平成18年に「住

生活基本法」を制定しました。また、東京都においても、「東京都住宅基本条例」を

改正するとともに、平成24年に「東京都住宅マスタープラン」を改定するなど、こ

れまでの「住宅の量の確保」から生活環境を含めた「住まいの質の向上」に向け、大

きく政策転換が図られています。 

さらに、少子・高齢化の進行、環境意識や防災意識の高まり、空き家の増加など

の住まいを取り巻く社会経済情勢の変化が見られ、市民の住まいをめぐる様々な課

題が顕在化しつつあります。 

本市では、こうした時代の推移とともに生じた課題や、今後の市の目指す姿を見

据えたなかで、平成25年度に「第６次府中市総合計画」の策定を行いました。 

 

（２）策定の目的 

平成25年度の「第２次府中市住宅マスタープラン」の計画期間の終了を踏まえ、

「第３次府中市住宅マスタープラン」（以下「本計画」といいます。）は、こうした

背景の下、「第６次府中市総合計画」の計画期間と同じく今後８年間を見据え、市

の住まいづくりに係る施策の総合的な指針として策定するものです。 

策定に向けては、平成25年６月に、有識者や事業者、公募市民からなる「府中市

住宅マスタープラン検討協議会」を設置し、様々な意見をいただくとともに、「住

まいに関するアンケート調査」や、事業者へのヒアリングを通じ、市民や事業者か

らのニーズを把握しました。 

本計画は、「第６次府中市総合計画」や関連する計画との整合性を図るとともに、

検討協議会の意見や市民意識、事業者のニーズ等を反映しながら、本市の住まいづ

くりの基本方針及び施策を示すとともに、計画の実効性を確保するための方策等に

ついて明らかにしています。 
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２ 計画の位置付け 

本計画は、府中市の市政運営の基本方針である「第６次府中市総合計画」に即し、

主に住宅政策に関する分野の指針となる計画です。 

平成18年に制定された「住生活基本法」に基づく、「住生活基本計画」（全国計画）

及び「東京都住宅マスタープラン」を上位計画として整合を図ります。 

また、「住生活基本法」の理念の下に、住宅のみならず、生活の質を高めていくた

めの計画として、福祉や環境、防災、まちづくりなど関連分野との連携や調整を行う

際の指針となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画期間 

 

 

 

本計画は、社会経済情勢の変化をはじめ、国や東京都の動向、本市の基本構想や長

期計画、関連計画の策定・改定の状況などを踏まえつつ、「第６次府中市総合計画」

と同じく、平成33年度（８年後）の府中市の姿を見据えた計画とします。 

平成26年度～平成33年度（8年間） 

第６次府中市総合計画 住生活基本計画（全国計画） 

東京都住宅マスタープラン 

第３次 

府中市住宅マスタープラン 

 

住宅政策分野の基本的な指針 

整合 即する 

府中市の住まいづくりの関連分野 

○福祉（高齢者、子育て、障害者等） 
○防災（耐震化等） 
○環境（環境配慮等） 
○まちづくり（まちづくり条例等） 等 

 

連携・調整 
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４ 計画の構成 

本計画は次のとおり、５つの章から構成しています。今後の本市の住まいづくりの

基本理念や目標像を第３章で、住まいづくりの取組の考え方や具体的施策を明らかに

する基本方針については、第４章で示しています。 

あわせて、本計画の推進に向け、市民・事業者・行政の協働による体制づくりの考

え方や、計画の進行管理の考え方などを第５章で示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 計画の目的と位置付け 

① 策定の目的 
② 計画の位置付け 
③ 計画期間（平成26年度～33年度） 
④ 計画の構成 

第２章 住まいづくりを取り巻く現状と課題 

① 国や東京都における住まいづくりの動向 
② 住まいづくりに係る市の計画 
③ 府中市の住まいづくりの課題 

第３章 住まいづくりの基本理念 

① 基本理念・目標像 
② 計画の基本的なフレーム 

第４章 住まいづくりの基本方針 

基本方針１ みんなが安心して暮らせる住まいづくり 
（住まいの安定確保について） 

基本方針２ みんなで未来に残す住まいづくり 
（良好な住宅ストック形成について） 

基本方針３ みんなで取り組む地域の住まいづくり 
（まちづくりとの連携について） 

第５章 計画の実現に向けて 

① 市民・事業者・行政の協働 
② 多様な分野・主体の連携 
③ 重視して取り組むべき施策 
④ 計画の進行管理 

■計画の構成 
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第２章 住まいづくりを取り巻く現状と課題 

１ 国や東京都における住まいづくりの動向 

 

本計画では、次に掲げる国や東京都の住まいづくりに係る施策の動向を踏まえた計

画としています。 

 

（１）国の動き 

○住宅政策の基本となる「住生活基本法」が平成18年６月に制定され、住宅自体の

みならず居住環境を含めた住まいの「質」の確保・向上が、より一層重視されるよ

うになりました。 

 

○首都圏直下地震等の大規模震災に備え「建築物の耐震改修の促進に関する法律」

が平成25年11月に改正され、住宅や建築物の耐震化の一層の促進が図られるとと

もに、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に制定され、

安全で長持ちする家づくりを促進する方向にあります。 

 

○低額所得者や高齢者や子育て家庭などの自力で住宅確保が困難な世帯が、各世帯

に適した賃貸住宅を確保できるよう、いわゆる「住宅セーフティネット法」が平成

19年７月に制定されたほか、住宅政策と福祉政策との連携・融合の下、深刻化す

る高齢者問題の対応強化に向け、住まいと生活支援サービスの一体化に向け「高齢

者の居住の安定確保に関する法律」が平成21年５月、平成23年６月に改正されま

した。 

 

○「エネルギーの使用の合理化に関する法律」が平成 20年５月に改正され、平成

25年には省エネルギーに関する基準が引き上げられるなど、地球温暖化対策のよ

り一層の推進に向けて、省エネルギー対策の強化が図られました。また、平成 24

年の「都市の低炭素化の促進に関する法律」により、住宅の低炭素化の一層の促進

が図られることとなりました。 

 

○地方分権改革の流れの中で、平成24年４月より「マンションの建替えの円滑化等

に関する法律」に基づく事業に係る許認可業務は、市民に最も近い基礎自治体であ

る市に権限移譲されることとなりました。 
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（２）東京都の動き 

○住宅市場とストックのより一層の活用の促進に向けて、平成18年12月に「東京

都住宅基本条例」を改正するとともに、「東京都住宅マスタープラン」を平成 24

年に改定しました。 

 

○住宅や建築物の耐震化を一層促進するために、平成24年３月に「東京都耐震改修

促進計画」が改定されるとともに、平成23年の「東京における緊急輸送道路沿道建

築物の耐震化を推進する条例」の制定により、首都直下地震等の発生を見据え、緊

急輸送道路沿道の機能確保に向けて、沿道建築物の耐震化が強化されました。 

 

○「あんしん居住制度」（財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター実施）を拡

充し、高齢者ほか障害者の居住・生活サポートの充実化に取り組んでいます。 

 

○平成21年11月に『少子高齢時代にふさわしい新たな「すまい」実現プロジェク

トチーム』報告書がまとめられ、高齢期の住まいについて「東京モデル」を示しま

した。 

 

○平成22年９月には「高齢者の居住安定確保プラン」を策定し、住宅施策と福祉施

策の連携による高齢期の住まい確保について方針を示すとともに、「東京モデル」

の位置付けを行いました。 
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２ 住まいづくりに係る市の計画 

 

本計画では、次に掲げる市の上位計画や関連計画を踏まえて、策定しています。 

 

（１）住まいづくりの上位・関連計画 

本計画は、上位計画である「第６次府中市総合計画」に即するとともに、「府中

市都市計画に関する基本的な方針」（以下「府中市都市計画マスタープラン」といい

ます。）など、住まいづくりの関連計画との整合を図り策定を行っています。 

 

＜第６次府中市総合計画＞ 

 

 

 

 

 

 

○計画期間：平成26年度～平成33年度 

 

○趣旨： 

市の最上位計画であり、市の将来の長期的な展望の下に市政のあらゆる分野を対象とし

た総合的かつ計画的なまちづくりの指針 

 

○概要 

【都市像】 

みんなで創る 笑顔あふれる 住みよいまち 

～みどり・文化・にぎわいのある洗練された都市を目指して～ 

 

【基本目標】 

１ 人と人とが支え合い幸せを感じるまち（健康・福祉） 

２ 安全で快適に暮らせる持続可能なまち（生活・環境） 

３ 人とコミュニティをはぐくむ文化のまち（文化・学習） 

４ 人を魅了するにぎわいと活力のあるまち（都市基盤・産業） 
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＜府中市都市計画マスタープラン＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○計画期間：平成21年度～平成40年度（平成24年11月一部改定） 

○趣旨： 

まちの骨格構造や土地利用、都市施設整備、都市環境形成など、市の都市計

画に関する基本的な方針 

 

○概要 

【まちづくりの目標】 

○府中の歴史と文化を感じる 個性ゆたかなまちづくり 

○安心して快適に暮らせる 人にやさしいまちづくり 

○新たな時代を担う 元気なまちづくり 

○みんなでつくる 参加と連携のまちづくり 
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＜そのほかの主な関連計画＞ 

名 称 計画期間 概 要 

府中市高齢者保健福

祉計画 

平成24年度 

～ 

平成26年度 

(平成27年度～平成29年度

で次期計画策定予定) 

高齢化が急速に進展するなか、高齢

者を取り巻く様々な課題を的確に捉

え、高齢者が安心して暮らせる社会を

実現するため、高齢者保健福祉の取組

を体系的に定める計画として策定。 

府中市介護保険事業

計画（第５期） 

平成24年度 

～ 

平成26年度 

(平成27年度～平成29年度

で次期計画策定予定) 

高齢化が急速に進展するなか、高齢

者を取り巻く様々な課題を的確に捉

え、高齢者が安心して暮らせる社会を

実現するため、介護保険制度の円滑な

運営に向けて策定。 

府中市障害福祉計画 

平成24年度 

～ 

平成26年度 

(平成27年度～平成29年度

で次期計画策定予定) 

障害福祉サービスの必要量の見込

みやその確保策などを定め、障害のあ

る人の日常生活や社会生活を支援す

ることを目的として策定。 

府中市次世代育成支

援行動計画 

平成17年度 

～ 

平成26年度 

少子化対策の推進及び子育て環境

の向上を目的に、平成17年度～21年

度を前期、平成22年度～26年度を後

期として計画を策定。 

府中市福祉のまちづ

くり推進計画 

平成21年度 

～ 

平成26年度 

(平成27年度～平成32年度

で次期計画策定予定) 

府中市福祉のまちづくり条例に基

づき、福祉のまちづくりに関する施策

を総合的に推進することを目的に策

定。  

府中市地域防災計画 
平成25年度 

～ 

震災、風水害等に係る予防対策、応

急復旧対策等を実施することにより、

市民の生命・財産を災害から守ること

を目的として策定。 
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名 称 計画期間 概 要 

府中市耐震改修促進

計画 

平成19年度 

～ 

平成27年度 

耐震改修促進法に基づき、住宅や建

築物の耐震化の促進に向けた施策を推

進することを目的に策定。 

府中市環境基本計画 

平成26年度 

～ 

平成34年度 

環境の保全に関する施策を総合的か

つ計画的に推進し、現在及び将来の市

民が健康で安全かつ暮らしやすい生活

を営む上で必要とする、良好で快適な

環境を確保することを目的として策

定。 

府中市地球温暖化対

策地域推進計画 

平成23年度 

～ 

平成32年度 

地域の特性を活かした効果的な温暖

化対策を推進するとともに、温暖化対

策のための取組を広く普及啓発するこ

とにより、市民、事業者及び市が一体

となって、将来にわたり持続的発展が

可能な低炭素社会を構築することを目

的として策定。 

府中市景観計画 
平成19年度 

～ 

市、市民、事業者、東京都及び隣接

市と連携・協力しながら、美しい風格

のある元気なまちの実現を目的として

策定。 

府中市市民協働推進

基本計画（仮称） 

平成27年度 

～ 

平成31年度 

（予定） 

ＮＰＯ・ボランティア団体、地域団

体、企業、学校、行政などの様々な主

体が連携・協力し、協働によるまちづ

くりを推進することを目的として策

定。 

府中市公共施設マネ

ジメント推進プラン

（仮称） 

平成26年度 

～ 

平成29年度 

公共施設の維持及び更新にかかる費

用が増大し、かつ一時期に集中するこ

とによる財政への影響を抑えるととも

に、市民共有の財産である公共施設を

将来にわたって適正な規模で維持して

いくために、各施設の適正化に向けた

検討スケジュールや計画的保全のあり

方などを定める計画として策定。 
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（２）第２次府中市住宅マスタープランの施策の実施状況 

第２次計画では10の基本方針と、61の施策を掲げ、計画を推進してきました。 

計画に位置付けた施策に対し、趣旨や目的が合致した施策が取り組まれ、おおむ

ね実施済みとなっています。 

 

基本方針 主な施策 実施・関連施策 評価 

①だれもが将来にわたり定住可能な住まいづくり   

 １ 

ファミリ一層への居住支援   

 １ 
○ファミリ一世帯向け賃貸住宅入居へ

の支援 
市民住宅の運営にて対応 ◎ 

 ２ 
○子育て支援施設併設、活動スペー

ス設置の奨励 

府中市地域まちづくり条例に基づく開発指導要

綱による保育施設の設置誘導 
◎ 

 ３ 
○ファミリ一世帯が取得しやすい住ま

いづくりの普及 
未実施 － 

 ４ ●市民住宅の運営 市民住宅の運営（継続） ◎ 

 ２ 

地域の連帯感をはぐくむしくみづくりの支援   

 １ 

○単身者などの小規模世帯が地域ル

ールに理解を深めてもらうためのし

くみづくり 

未実施 － 

 ２ 
○壮年世帯が生きがいを感じコミュニ

ティへ参画しやすいしくみづくり 

生涯学習センター等での交流の機会・場の提供 

NPO・ボランティア活動支援事業 

コミュニティ事業運営事業 

◎ 

 ３ 

福祉との連携による高齢者や障害者の居住安定の支援   

 １ ○バリアフリーへの意識啓発 
府中市福祉のまちづくり条例の推進 

福祉環境整備事業 
◎ 

 ２ 
●高齢者や障害者に配慮した住宅整

備への支援 

高齢者自立支援住宅改修給付事業 

介護保険住宅改修 

重度身体障害者（児）住宅設備改善給付事業 

◎ 

 ３ ●高齢者、障害者向け住宅の整備 

介護保険住宅改修 

高齢者自立支援住宅改修給付事業 

重度身体障害者（児）住宅設備改善給付事業 

◎ 

 ４ ●居住継続への支援 

障害者グループホーム等家賃助成制度 

心身障害者住宅費助成事業 

母子・女性福祉資金 

◎ 

②多様な世帯が同じ地域でともに暮らせる住まいづくり   

 １ 

住みなれた地域で住替えやすいしくみづくり   

 １ 

○世帯規模に適した住宅への住替え

を希望するファミリーや高齢者への

住替えを支援するしくみづくり 

未実施 － 

 ２ 

○宅地建物取引業者との連携による、

地域で住替え情報を得やすいしくみ

づくり 

未実施 － 

 ２ 

地域住民の共同居住への支援   

 １ 
○グループリビング、コレクティブハウ

ジングへの支援のしくみづくり 
未実施 － 

 ２ 
○多様な世帯形態がともに暮らす住

宅建設への支援 
未実施 － 



16 

 

 

基本方針 主な施策 実施・関連施策 評価 

③使い続けることを大切にする住まいづくり   

 １ 

住宅の維持・管理への支援    

 １ 
○分譲マンション管理の適正化、円滑

な建替えへの支援 

府中市分譲マンション実態調査（基礎情報の収

集） 
◎ 

 ２ 
●住宅の維持・管理・リフオームへの

支援 

介護保険住宅改修 

高齢者自立支援住宅改修給付事業 

重度身体障害者（児）住宅設備改善給付事業 

◎ 

 ２ 

安全な住まいづくりの普及   

 １ ○耐震診断・耐震改修の普及 

木造住宅耐震診断・耐震改修等助成金 

特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業

助成金 

分譲マンション耐震診断調査助成金（平成 20年

度で終了） 

◎ 

 ２ 
○セキュリティ意識の向上に向けた取

り組みの啓発 

安全安心のまちづくりプロジェクト（頑張る地方応

援プログラム） 
◎ 

④質が高く、環境に配慮した住まいづくり   

 １ 

新たな住宅・住環境指針の作成  

１ 

○ユニバーサルデザイン、住宅の長寿

命化などに対応する新たな住宅・住

環境指針の作成 

府中市福祉のまちづくり条例の推進 

長期優良住宅の認定（市認定基準の策定） 
◎ 

２ ○住宅性能表示制度の普及・啓発 長期優良住宅の認定 ◎ 

 ２ 

健康に暮らせる住まいづくりの普及   

 １ ○シックハウス対策の推進 未実施 － 

 ２ 
○情報の提供と健康な住まいづくりの

普及 
未実施 － 

 ３ 

住まいにおける環境負荷の低減   

 １ ○環境に配慮した住まいづくりの普及 

エコハウス設備設置補助金 

長期優良住宅の認定 

低炭素建築物の認定 

◎ 

 ２ ○建物緑化の普及 

府中市地域まちづくり条例に基づく開発指導要

綱による緑化推進 

府中市景観ガイドライン 

◎ 

 ４ 

良質な住宅の建設誘導   

 １ 
○新たな住宅・住環境指針に基づく住

宅建設の誘導 

府中市地域まちづくり条例（開発指導要綱／まち

づくり配慮指針） 

府中市景観ガイドライン 

◎ 

 ２ ○良質な住宅の表彰 府中市景観賞 ◎ 

 ３ ●良質な住宅建築、取得への支援 

住宅建築相談の実施 

建築確認・検査業務（継続） 

府中市建築安全マネジメント計画による建築確

認・検査体制の強化 

◎ 

 ４ ●違反建築防止の徹底 

建築確認・検査業務（継続） 

府中市建築安全マネジメント計画による建築確

認・検査体制の強化 

◎ 
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基本方針 主な施策 実施・関連施策 評価 

⑤住宅ストックの有効活用   

 １ 

空き家、中古住宅の有効活用   

 １ 
○空き家、中古住宅の有効活用のた

めの情報提供、相談体制の充実 

荒廃した空き家調査（基礎情報の収集） 

住宅建築相談 
◎ 

 ２ ○住宅の適切な管理の普及 住宅建築相談 ◎ 

 ３ 
○良質な住宅や緑などの府中の資産

を活用するしくみの構築 
未実施 － 

 ２ 

市営住宅ストックの有効活用   

 １ 
○市営住宅ストック総合活用計画に基

づく、改修・建替え等の実施 

地域住宅計画に基づく、市営住宅の改良・建替

えの実施 
◎ 

 ２ 
●住宅台帳などの整備による効率的

な管理・運用 
適正管理・運用 ◎ 

 ３ 
●地域の住環境の向上に配慮した建

替えの推進 
地域環境に配慮した建替え事業の実施 ◎ 

 ３ 

都営・公団等住宅の有効活用   

 １ 
●都営・公団等住宅の管理の適正化

の要請 
適宜要請 ◎ 

 ２ 
●都営・公団等住宅の地域に貢献す

る改善・建替えの要請 
適宜要請 ◎ 

⑥良好な住環境の保全と形成.   

１ 

良好な住環境の保全と形成   

 １ ○地域まちづくり条例の活用 まちづくり誘導地区の指定等 ◎ 

 ２ 
○市民の主体的なルールづくりへの支

援 

府中市地域まちづくり条例の推進 

まちづくり活動支援制度 
◎ 

 ３ ●都市景観条例の活用 景観法施行を踏まえた、景観条例に改正 ◎ 

 ４ 
●地区計画・建築協定・緑化協定等に

よる良好な住環境の形成 

地区計画（12地区） 

景観協定（18か所 都市景観協定含む） 
◎ 

２ 

災害に強く、安心・安全な住宅市街地の整備  

１ 
●災害に強い市街地の形成(防災のま

ちづくり) 

府中市交通バリアフリー特定事業計画の推進 

土地区画整理事業等の市街地整備の推進 
◎ 

２ 

●公共空間のバリアフリー化、ユニバ

ーサルデザインによる住環境整備

の推進 

府中市福祉のまちづくり条例の推進 

府中市交通バリアフリー特定事業計画の推進 
◎ 

⑦住環境の整備   

 １ 

基盤整備による良好な市街地形成   

 １ 
●土地区画整理事業等による良好な

市街地形成 

西府土地区画整理事業 

日新町四丁目土地区画整理事業 

府中駅南口再開発（第一地区事業中、第二、第

三地区完了） 

◎ 

 ２ ●狭あい道路の解消の推進 狭あい道路整備事業（継続） ◎ 

 ３ ●都市基盤施設整備の推進 
土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路・

都市公園等の推進 
◎ 

 ２ 

農地の保全と活用   

１ ●生産緑地地区の指定 生産緑地地区の指定（継続） ◎ 

２ 
●地域住民が農業に触れ合う機会の

設置 

援農ボランティア制度 

市民農業大学 

体験農園事業 

◎ 
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基本方針 主な施策 実施・関連施策 評価 

⑧地域特性に応じた住まいづくり   

 １ 

都市計画との連携   

 １ 
○都市計画マスタープランによる住環

境整備方針の明確化 
都市計画マスタープラン改定（H22.1） ◎ 

 ２ 
○都市計画マスタープランに基づく土

地利用誘導 
都市計画マスタープラン改定（H22.1） ◎ 

 ２ 

地域まちづくりの推進   

 １ 
○地域住民が自主的に取り組むまち

づくり活動の支援 

府中市地域まちづくり条例の推進 

まちづくり活動支援制度 
◎ 

 ２ ●まちづくり協議会への支援 
府中市地域まちづくり条例の推進 

まちづくり活動支援制度 
◎ 

 ３ 

 

地域特性に応じた住環境指針の作成   

 １ ○地域ごとの住環境指針の作成 
都市計画マスタープラン改定【地域別構想】

（H22.1） 
◎ 

 ２ 
○住環境指針に基づく住宅建設・住宅

地開発への指導 

都市計画マスタープラン改定【地域別構想】

（H22.1） 
◎ 

⑨連携・協働の住まい・まちづくり   

 １ 

交流の生まれる住環境の形成   

 １ 
○市民同士が支え合う地域コミュニテ

ィの育成 

府中NPO･ボランティア活動センターの運営 

コミュニティ協議会の活動 

市民提案型市民活動支援事業 

府中市地域まちづくり条例の推進 

まちづくり活動支援制度 

◎ 

 ２ ○コミュニティ・リビングづくりへの支援 
市営住宅の集会施設の開放（府中市営住宅集会

所のあり方について） 
◎ 

 ３ 
○コミュニケーションをはぐくむ住環境

形成 

府中市地域まちづくり条例（開発指導要綱／まち

づくり配慮指針） 

府中市景観ガイドライン 

◎ 

 ２ 

地域の居住を支えるネットワークづくり   

 １ 

○地域の住まいに関係する事業者、

専門家、ボランティアなどのネットワ

ークづくり 

未実施 － 

 ２ 
○地域の住まいに関する情報の収集

と発信のしくみづくり 
未実施 － 

⑩住まい・まちづくりを支援するしくみづくり   

 １ 

住まい・まちづくりに関するしくみの整備   

 １ ○住まい・まちづくり意識の啓発 
住宅に関する施策の市ホームページでの紹介 

住宅建築相談会の開催 
◎ 

 ２ 
○市民の主体的な住まい・まちづくり

への支援のしくみの整備 

市民提案型市民活動支援事業 

コミュニティ協議会の活動 

府中市地域まちづくり条例の推進 

◎ 

 ３ 
○住まい・まちづくりに関する NPO等

の立ち上げ支援のしくみづくり 

府中NPO･ボランティア活動センターの運営 

まちづくり活動支援制度 
◎ 

 

凡  例 

主な施策 ●：第２次計画で継続とされた施策 

  ○：第２次計画で新規とされた施策 

評  価 ◎：該当施策又はおおむね趣旨を同じくする施策が実施されている 

  －：対応施策がなく、未実施 
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３ 府中市の住まいづくりの課題 

 

前章までに整理した国・都の住まいづくりの動向や、本市の上位計画、関連計画及

び「第２次府中市住宅マスタープラン」の施策の実施状況をはじめ、府中市の住宅・

住環境を取り巻く社会経済情勢や市民意識等を踏まえ、本市の住まいづくりの課題を

次のとおり示します。 

 

① 暮らしやすさの維持・向上 

本計画の策定に際して実施した市民意識調査において約８割の市民が、本市を「住

みやすいまち」として認識しており、住まいの場としての満足度は高い状況です。 

このため、生活サービスの維持・充実や本市の豊かな水・みどりを活かしたまちづ

くりを今後とも推進し、「暮らしやすさ」を維持することが必要です。 

また、少子・高齢化の進行、ノーマライゼーションの考え方の浸透、そして、目ま

ぐるしく変化する社会情勢の中で、市民誰もが安定的に住まいを確保できる環境づく

りをより一層推進するなど、暮らしやすさをさらに向上していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■現在の住まいの住環境

に関する満足度 

出典：住まいに関するアンケート調査・平成24年９月 

■現在住んでいる住宅に

関する満足度 

94
15%

374
60%

133
22%

17
3%

満足

まあ満足

多少不満

非常に不満

119
18%

404
60%

134
20%

11
2%

満足

まあ満足

多少不満

非常に不満

「満足」・「まあ満足」合わ

せて、約 78％と、本市の

住環境に対する満足度は高

い状況です。 

現在住んでいる住宅につ

いても「満足」・「まあ満足」

合わせて、約 75％と、満

足度は高い状況です。 
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② 既存ストックの最大限の活用 

今後、公共施設の維持及び更新にかかる費用が増大し、かつ、一時期に集中するこ

とによる財政への影響を抑えるためには、市民共有の財産である公共施設を将来にわ

たって適正な規模で維持していくことが重要です。 

そのため、市営住宅についても、公共施設の一つとして適正な管理を今後とも継続

するとともに、長寿命化を計画的に進めるなど、既存の市営住宅を最大限に有効活用

していく必要があります。 

また、本市の住宅全体のうち公的主体が管理する住宅は約６％にとどまり、住宅の

ほとんどは民間の住宅であるため、民間住宅においても、本市のまちを構成する重要

な社会的資産として、住宅の耐震化や空き家対策を推進し、有効に活用することが必

要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

持ち家

50,600
47%借家

50,800
48%

不詳

5,600
5%

公営

5,350
10%

都市機構

・公社
1,390

3%
民営

38,970
77%

給与住宅

5,050
10%

公営 都市機構

・公社

民営 給与住宅

出典：住宅・土地統計調査（平成20年） 

■所有形態別の住宅構成比 

62,230 70,620 75,990 86,530 96,540 107,000

4,850
6,390

11,290
10,010

10,220

13,460
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20,000
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60,000

80,000
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140,000

s58 s63 h5 h10 h15 h20

戸

居住世帯あり 居住世帯なし

■市内の住宅数（居住世帯の有無別） 

出典：住宅・土地統計調査（各年10月１日） 

人口増加ととも

に、住宅数も増加し

てきています。 

そのうち、賃貸住

宅の空き室も含め、

空き家となっている

居住世帯のいない住

宅も増えてきていま

す。 

・市内の住宅は持ち

家と借家でほぼ半数

ずつです。 

・市営住宅をはじ

め、都市機構や住宅

供給公社の住宅を含

めた公共の住宅は、

借家の約 13％、住

宅全体では約６％に

とどまり、住宅の多

くは、民間住宅で

す。 
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③ 少子・高齢化の進行を踏まえた、バランスの取れた世代・世帯構成の維 

  持 

団塊の世代が高齢者となり、本市の高齢化がより一層進行することから、市民の誰

もが安心して住み続けることができるよう、高齢期の住まいを安定的に確保できる環

境づくりを進める必要があります。 

高齢化に伴い、単身高齢世帯や高齢夫婦世帯の増加といった世代・世帯構成の変化

が生じることが予測されますが、高齢化率は市内一様ではなく、地域の住まいの状況

によって少子化や高齢化の進み方は異なるため、世代・世帯の地域差も深まっていく

ものと考えられます。 

そのため、高齢期の住まいへの対応だけでなく、少子・高齢化が深刻化する前に、

地域の住まいの状況を踏まえつつ、次世代を引き継ぐ新しい世代・世帯の定住を促進

するなど、バランスの取れた世代・世帯構成を維持していく必要があります。 
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高齢化の進行 

団塊世代が 
高齢者となった 

若者世代が減少し
てきている 

少子化の進行 

■将来の人口見通し 

出典：実績値 住民基本台帳・各年４月１日 
推計値 府中市（政策課）資料 

平成37年にピー
クを迎える予測 

本市の人口は、増

加傾向にあります

が、平成37年には

約26万人でピーク

を迎えることが予測

がされています。 

・人口増加の一方

で、年少人口（15

歳未満人口）が減少

し、老齢人口（65

歳以上人口）が増加

する、いわゆる少

子・高齢化が進んで

きています。 

・15～30 歳の若

者世代の人口も減少

してきています。 
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④ 防災意識の高まりを活かした住まいの防災性の向上 

東日本大震災を経験し、また、首都直下地震等の大規模地震の発生が予測されるな

かで、耐震診断助成件数が増加しており、また、全国の豪雨や突風被害の状況を目の

当たりにするなかで、市民の自然災害に対する防災意識が高まってきています。 

住まいは、まさに「自助」の要であり、公共的性格を有しています。防災意識の高

まりを受けて、耐震化の一層の促進を図るなど、住まいの防災性を高めていく必要が

あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■住宅の耐震化の目標設定における概念図 

出典：府中市耐震改修促進計画・平成20年３月 

出典：府中市（建築指導課）資料 

■木造住宅の耐震診断等の支援策の状況【市施策】 
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震診断助成

木造住宅耐

震改修助成

木造住宅耐

震建替助成

「府中市耐震改修

促進計画」では、平

成27年度末までに

耐震性のある住宅の

割合を 90％とする

目標を掲げ、耐震診

断等の支援策などを

実施しています。 

 

・東日本大震災が発

生した平成23年度

以降、利用件数が大

きく増加していま

す。 

・耐震診断等の支援

策の状況を見ると、

「木造住宅耐震診

断」の支援を受けた

住宅のほとんどが要

改修です。耐震診断

は、住まい手が耐震

化の必要性を把握す

る大きなきっかけと

なります。 

 

※木造住宅耐震診断を
受けた住宅のうち、

改修が必要なもの 
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⑤ 環境意識の高まりを活かした住まいの環境性能の向上 

エコハウス設備設置補助金の利用件数が増加しているなど、市民の環境意識は高ま

りつつあり、また、東日本大震災後の電力不足を背景に、その傾向がさらに強まった

と考えられます。 

しかし、家庭から排出される二酸化炭素は、市全体の排出量の約28％を占めるとさ

れ（府中市地球温暖化対策地域推進計画）、低炭素社会の実現には、省エネルギーな

どの個々の住まいにおける環境性能を高めることで二酸化炭素の排出量を抑制すると

ともに、まちの緑化やみどりの保全に努めるなど、二酸化炭素の吸収量を維持してい

く必要があります。 
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出典：府中市（環境政策課）資料 

■エコハウス設備設置補助金【市施策】 

※「潜熱回収型給湯器」への補助は、平成22年度で終了 

・環境にやさしい住

宅設備の設置を支援

する「エコハウス設

備設置補助金」の利

用件数が増えてきて

います。 

・東日本大震災発生

後の平成23年度以

降、住宅用太陽光発

電システムを中心に

利用件数が大幅に増

加しました。 

 

出典：府中市地球温暖化対策地域推進計画・平成23年３月 

■二酸化炭素排出量の内訳【市内】 ■市内の二酸化炭素排出量と削減目標【市計画】 

家庭から排出され

る二酸化炭素は、こ

れまで大きく増加し

てきており、市全体

の排出量の約 28％

を占めています。 

 

 現況すう勢予測 
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⑥ 分譲マンションの良好な住宅ストックとしての維持 

市内の持家住宅の約４割は分譲マンションであり、本市の主要な住宅の種類となっ

ています。 

分譲マンションは区分所有建物として、持家の戸建住宅にはない、日常の維持管理

をはじめ、修繕・改修や建て替えなどに関わる問題が生じることが考えられますが、

その戸数は増加傾向にあります。 

今後、これらの住宅の老朽化が進むなかで、分譲マンション固有の問題が顕在化す

ることが考えられ、予防的な対策が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：府中市分譲マンション実態調査・平成22年３月 

 

■分譲マンションの分布【市内】 

＜耐用年数＞ 

○法定耐用年数【所得税法】：47年 

（鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造） 

○建築工事標準仕様書【JASS5 :建築学会】：100年 

（鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造。高強度コンクリート

使用時） 

＜一般的な大規模修繕＞ 

○長期修繕計画作成ガイドラインによる目安：12年 

～大規模修繕の主な工事内容～  

・外壁仕上げ材、く体（コンクリート、モルタル等）改修、屋根・屋上

防水改修、浴室防水改修 など 

・市内の分譲マンションの棟数は、八王子市・多摩市に次いで３

番目に多く 565棟であり（マンション実態調査・東京都・平成

25年３月）、鉄道沿線や多摩川沿いの住宅団地に多く立地してい

る状況です。 

・おおむね 30年を経過したマンションも、このような場所に、

比較的、多く見られます。 
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⑦ 大規模な土地利用の転換・更新の適切な誘導 

本市の土地利用の特徴として大規模な工場や住宅団地、公的施設が立地しているこ

とが挙げられます。 

社会経済情勢の変化等に伴いこれらの施設が移転し、跡地が住宅地などへ土地利用

が転換する可能性があります。実際に移転の計画がある地区も見られます。 

また、住宅団地の老朽化が進み、更新時期を迎えている団地が見られ、建て替えの

検討が進められている地区も見られます。 

このため、このような大規模な土地利用の転換・更新に当たって、まちづくりの中

で、適切に住まいづくりが取り組まれていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■土地利用の構成 

公共用地

280.8 
10%

商業用地

200.2 
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住宅用地
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31%

工業用地

180.8 
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空地
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15%

道路

461.8 
16%鉄道

30.5 
1%

農業用地

183.9 
6%

水面

45.4 
1%

林野

168.3 
6%

その他

35.2 
1%

単位：ha 

 

■住宅用地・商業用地・工業用地と、農業用地による構成比の経年変化 

本市の土地利用の約

31％は、住宅用地と

なっています。 

また、住宅用地の住

宅団地ほか、公共用地

や工業用地の大規模な

まとまった利用が見ら

れることが本市の土地

利用の特徴です。 

 

61.4%

58.3%

13.7%

13.8%

12.3%

12.8%

12.6%

15.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ｈ19

ｈ14

住宅用地 商業用地 工業用地 農業用地住宅用地 商業用地 工業用地 農業用地 

土地利用の構成を

経年的に見ると、住

宅用地が増加し、一

方で、農業用地が減

少しています。 
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⑧ 住まいづくりの担い手の連携 

本市の住宅の９割以上が民間住宅であり、市民一人ひとりの取組を超え、地域まち

づくりの観点から住まいづくりに取り組むことが重要となります。 

本市では住みよい地域を築いていくことを目的として組織される自治会に、平成24

年度時点で約73,000世帯が加入しております。また、市内11の文化センターを拠点

に、自治会をはじめ、老人会や婦人会、自主グループなどの様々な地域団体から組織

されているコミュニティ協議会が活動しており、平成 24年度に実施した地域イベン

トには延べ約21万8千人が参加しています。これらの組織の活動により、地域まちづ

くりの基礎となる地域コミュニティの充実が図られています。 

さらなる少子・高齢化の進行に備え、また、低炭素社会の実現、災害に強いまちづ

くりの実現には、“住宅”だけでなく、商業等の生活サービスや福祉、環境、防災、

都市計画・都市整備など、生活に係る各分野が連携し、住まいづくりをまちづくりと

して総合的に取り組むことが重要となります。 

そのためにも、地域に住む住民や活動する組織、そして、様々な分野における住ま

いづくりの担い手が互いに協力していくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■自治会の加入世帯数の推移 

出典：府中市（市民活動支援課） 

■コミュニティ協議会の活動事例（平成25年度） 

地域まちづくりの

主要な担い手である

自治会は、加入世帯

数が人口とともに増

加してきました。 

 

◎コミュニティ圏域ごとの活動例 

ふれあいの集い事業：地域文化祭 

地域まつり事業：地域まつり 

野外活動振興事業：レクリエーション大会（運動会） 

ふるさと広場事業：七夕の集い 

・市内11の文化セ

ンターを拠点にコミ

ュニティ協議会が活

動しています。 

・地域の様々な市民

団体の連携の下に、

各地域で特色のある

活動が進められてい

ます。 

※このほか、各圏域のコミュニティ協議会から選出された実行委

員会が主体となり、「府中市民桜まつり」などの活動が行われて

います。 
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第３章 住まいづくりの基本理念   
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第３章 住まいづくりの基本理念 

１ 基本理念・目標像 

 

（１）基本理念 

第６次府中市総合計画を踏まえ、以下を基本理念とします。 

 

  みんなで創る 笑顔あふれる 住みよいまち 
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（２）住まいづくりの目標像 

基本理念を踏まえ、本市の住まいづくりの目標像を次のように設定します。 

 

◎みんなで創る 

住宅は、個々の資産であるとともに、市民生活に直結する社会全体の資産として、

市民のみならず、事業者・行政の協働の下で住まいづくりに取り組んでいます。 

また、住宅、福祉、環境、防災、そしてまちづくりなど、住まいづくりに係る

様々な分野の担い手が集まり、さらなる暮らしやすさの向上のために、協力し合

いながら住まいづくりに取り組み、住みやすい地域を自らつくる、いわば「住む

力」をんでいます。 

そして、住宅地開発などを機会に、様々な市民活動が地域ぐるみで取り組まれ

るなど、住まいづくりだけでなくコミュニティもはぐくまれていきます。 

 

◎笑顔あふれる 

お年寄りや障害者をはじめ、本市に住まう様々な世代・世帯それぞれが、住まい

づくりの担い手のサポートの下、自ら住まいを確保し、自立的に暮らすことのでき

る、「住む力」を身に付けています。 

市民は「住む力」の下、多様な住まいの選択肢の中から、安定的に住まいを確保

でき、また、基礎的な生活サービスを受けることができます。 

また、市民一人ひとりのつながりやふれあいを大切にするコミュニティがあり、

子どもやお年寄りなど見守りが必要な人たちを地域でさりげなく支えるなど、誰も

が安心して暮らし、笑顔があふれています。  

 

◎住みよいまち 

住宅は、個人の資産であるとともに、地域に残り、誇れるまち全体の資産として、

長く大事に使われています。 

そして、残していくものだからこそ、災害に強く、また環境にもやさしい、安全

で安心して住み続けられる住まいづくりが盛んです。 

このような住まいづくりは、個々の住宅ではなく、府中の豊かな水・みどりを大切

にし、活かした地域まちづくりとして取り組まれ、「住みよいまち」として、府中

に住むことの魅力・価値が生み出されていきます。 
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２ 計画の基本的なフレーム 

 

本計画の前提となる、人口や世帯・住宅数は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※人 口 平成25年実績値：住民基本台帳４月１日 
  平成33年推計値：第６次府中市総合計画 
※世帯数 平成25年実績値：住民基本台帳４月１日 

平成33年推計値：１世帯当たり人員数（住民基本台帳）を推計し、第６次府中市総
合計画策定に係る推計人口資料による人口推計値を除算して求めた。 

※住宅数 平成25年、平成33年ともに推計値。住宅・土地統計調査（最終調査年平成20年）
における住宅数を基に、１世帯当たり住宅数の推計を行った。当該結果と、平成
25年の世帯数実績及び平成33年世帯数推計値を乗算し求めた。 

平成33年 

 

259,000人 

人口 

現在（平成25年） 

 

252,004人 

平成33年 

122,600世帯 

現在（平成25年） 

117,410世帯 
 

世帯 

12.2% 

65.4% 

22.4% 

年 少 人 口  13.8% 

生産年齢人口 66.7% 

老 齢 人 口  19.5% 

年齢階層別構成比 

平成33年 

133,200戸 

現在（平成25年） 

125,900戸 
 

住宅数 
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第４章 住まいづくりの基本方針   
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第４章 住まいづくりの基本方針 

 

第３章の住まいづくりの基本理念を踏まえ、次のとおり住まいづくりの基本方針を

位置付け、必要な住まいづくりの施策を展開していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住まいづくりの基本方針 

住まいづくりの目標 

基本方針１ みんなが安心して暮らせる住まいづくり（住まいの安定確保について） 

○安心して暮らせるまちの基礎として、市民誰もが安定的に住まいの確保ができる環境づくり

に向けた住まいづくりの方針です。 

基本方針２ みんなで未来に残す住まいづくり（良好な住宅ストック形成について） 

○災害に強く、環境にやさしい良好な住まいを、まちの資産として将来にわたり残していくた

めの住まいづくりの方針です。 

基本方針３ みんなで取り組む地域の住まいづくり（まちづくりとの連携について） 

○市民・事業者・行政の協働により、まちづくりとの連携の下で取り組むための住まいづくり

の方針です。 

 

基本理念 みんなで創る 笑顔あふれる 住みよいまち 

住みよいまち・・・・・ 

・地域に残り、誇れるまち全体

の資産となる、災害に強く、環

境にもやさしい住まいづくり。 

・豊かな水・みどりを大切にし

た地域まちづくりの中で、府中

に住むことの魅力・価値が生み

出される。 

笑顔あふれる・・・・・ 

・市民誰もが、様々なサポートを受

けながら、自ら住まいを確保して自

立的に暮らすことができ、住みやす

い地域を自らつくる「住む力」を身

に付けている。 

・市民一人ひとりのつながり、ふれ

あいを大切にするコミュニティがあ

る。 

みんなで創る・・・・・ 

・市民・事業者・行政の協働に

よる住まいづくり。 

・様々な分野の担い手が協力し

合う。 

・住まいづくりとともにコミュ

ニティがはぐくまれていく。 
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住まいづくりの施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本理念】 みんなで創る 笑顔あふれる 住みよいまち 

１ みんなが安心して暮らせる住まいづくり（住まいの安定確保について） 

２ みんなで未来に残す住まいづくり（良好な住宅ストック形成について） 

３ みんなで取り組む地域の住まいづくり（まちづくりとの連携について） 

① 公営住宅による住宅セーフティネットの確保 

② 安心できる高齢期の住まいづくり 

③ 障害者の自立した生活を支援する住まいづくり 

④ 子育てしやすい住まいの確保 

⑤ 住まいの相談窓口の充実 

① 住まいの耐震診断・改修の促進 

② 住まいの防災・防犯対策の促進 

⑥ 分譲マンションの適切な維持管理の促進 

⑦ 民間賃貸住宅の適切な維持管理の促進 

⑧ 公的住宅の計画的な修繕・更新 

③ 環境にやさしい住まいづくりの促進 

④ 住まいのバリアフリー化・健康配慮の促進 

⑤ 住み替えの受け皿としての既存住宅の有効活用 

① 地域特性や周辺環境に配慮した住まいづくりの促進 

② 魅力の高いまち並みを演出する住まいづくりの促進 

③ 大規模な土地利用に当たっての適切な住まいづくりの誘導 

⑤ 住まいづくりの担い手の連携による、住まいづくりサポートの充実 

④ コミュニティをはぐくむ住まいづくりの促進 

⑥ 住まいの安定確保に向けた話し合いの場づくり 
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基本方針１ みんなが安心して暮らせる住まいづくり 

（住まいの安定確保について） 
 

（１）施策展開の基本的な考え方 

低所得者や高齢者、障害者、子育て世帯など市民の誰もが安定的に住まいを確保で

きるよう、住宅セーフティネットの維持・充実を図ります。 

今後の高齢化の進行を踏まえ、多様なニーズや個々の身体状況に合わせて適切な住

まいが確保できる環境づくりを、住宅施策と福祉施策を連携させながら推進します。 

「住みよいまち」の一層の充実に向けて、世代・世帯に応じた住まいの情報提供や

相談体制の充実を図ります。 

あわせて、本市の「住みよいまち」としての基礎的な暮らしやすさの向上に向けて、

市民・事業者・行政の協働の下で、誰もが安心して住み続けることができる住まいの

あり方について話し合っていく機会・場づくりを検討します。 

 

（２）住まいづくりの施策 

① 公営住宅による住宅セーフティネットの確保 

社会経済情勢の変化の中で、依然として公営住宅のニーズがあることから、市営

住宅や都営住宅による住宅セーフティネットの確保に努めます。 

市営住宅については、計画的な改修等により、住宅の長寿命化を図るとともに、

高額所得者や収入超過者に対しての適切な対応や、世帯人数の減少した世帯に対し

て人数に応じた間取りの住戸への住替えを促すことで、適正な管理と有効活用に努

めます。また、母子世帯など、特に入居への配慮が必要な世帯については、引き続

き優遇入居制度等の適用を図り、子育て世帯の入居機会の確保・拡充について検討

します。 

都営住宅についても、本市の住宅セーフティネットを形成する重要な住宅であり、

適正管理の推進と入居機会の確保などを必要に応じて東京都へ要請していきます。 

また、経済的な理由から現在の住まいに住み続けることが急きょ困難になった世

帯などに対し、市や国、東京都、関連団体の支援策について、社会福祉協議会を通

じて情報提供を図るとともに、住まい確保の支援について検討します。 
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② 安心できる高齢期の住まいづくり 

持家においては、高齢になってもできる限り住み慣れた住まいで生活が送れるよ

う、「介護保険住宅改修」や「高齢者自立支援住宅改修給付事業」などにより、生

活・身体状況に合わせた持ち家の住宅改修の促進を図ります。 

高齢になってからの住宅改修は、居住者の大きな負担となることから、体力・資

力がある時期の改修を促進できるよう、住宅改修に係る情報提供など、その促進を

図ります。 

市営住宅においては、住宅セーフティネット策の一環として、引き続き、高齢者

世帯の優遇抽選をはじめ、高齢者住宅の管理・供給に取り組みます。 

民間賃貸住宅においては、高齢者の入居しやすい環境づくりに向けて、高齢者の

見守りサービス「あんしん居住制度」や社会福祉協議会の保証制度等の普及・啓発

を図ります。 

また、できる限り自宅で生活し続けることができるよう、在宅で介護や医療サー

ビスが受けられる環境づくりを図ります。 

そのため、国の「サービス付き高齢者向け住宅の登録制度」をはじめ、東京都の

「ケア付きすまい」など、福祉や医療サービスが複合した新たな高齢期の住まいづ

くりの普及・促進を図ります。 

あわせて、地域包括支援センターを拠点とした「府中市高齢者見守りネットワー

ク事業」をはじめ、民生委員活動や、町会・自治会・老人クラブなどの地域コミュ

ニティとの連携の下、単身世帯など高齢者の見守りを推進します。 

 

③ 障害者の自立した生活を支援する住まいづくり 

障害者が自宅で自立した生活が送れるよう、「重度身体障害者（児）住宅設備改

善給付事業」により、身体状況に合わせた住宅改修の促進を図ります。 

また、地域での自立的な生活が送れるよう、グループホームの運営支援や地域生

活支援サービスの提供に取り組むとともに、住宅に困窮する障害者に対しては「心

身障害者住宅費助成事業」による民間賃貸住宅への入居支援や、市営住宅における

優先入居など、引き続き支援していきます。 

 

④ 子育てしやすい住まいの確保 

住宅セーフティネット策の一環として、住宅に困窮する子育て世帯に対し、ひと

り親世帯の優遇抽選ほか、子育て世帯の期限付き入居制度の活用など、市営住宅の

入居機会の確保・拡大について検討します。 

また、東京都住宅供給公社や都市再生機構による中堅所得者向け賃貸住宅の供給

とともに、市においても、引き続き、市民住宅の運営に取り組みます。 
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⑤ 住まいの相談窓口の充実 

高齢者や障害者、子育て世帯など各世帯の状況に応じ、住まい確保の支援等の適

切な情報提供を行うとともに、相談を介して、市民が適切かつ総合的に支援を受け

ることができるような相談機能の充実を図ります。 

あわせて、高齢者や障害者などの住まいに係るトラブル防止や権利擁護に係る相

談体制の充実を図ります。 

 

⑥ 住まいの安定確保に向けた話し合いの場づくり 

本市の「住みよいまち」として基礎的な暮らしやすさの向上を目指し、高齢者や

障害者など誰でも安定的に住まいを確保できる環境づくりについて、様々な分野の

住まいづくりの担い手が集まり、意見交換する機会・場づくりを検討します。 

また、民間賃貸など既存住宅の有効活用と、福祉サービス、地域の見守りが一体

となった住まいづくりの方策や、財産としての住宅を有効活用した、新しい高齢期

の住まい方などを、意見交換から発展させて、研究・検討をし、提案していくこと

を目指します。 

 

～主要な事業・取組～ 

住まいづくりの施策 対応事業 

①公営住宅による住

宅セーフティネッ

トの確保 

■市営住宅の運営 

⇒高額所得者や収入超過者への対応など適正管理、世帯人員数に

あった間取りの住戸への住み替え、優先入居制度の運用など 

☆子育て世帯の入居機会の確保・拡充策の検討 

■社会福祉協議会による生活支援に係る情報提供 

☆住まいに係る相談窓口の充実の検討 

（公営住宅に入居できない場合の相談など） 

②安心できる高齢期

の住まいづくり 

■住宅改修支援（高齢者自立支援住宅改修給付事業・介護保険住宅

改修） 

■市営住宅での高齢者世帯の優遇策（優遇抽選）の実施 

■高齢者住宅の運営 

■あんしん居住制度等の情報提供 

■民間賃貸住宅の安定入居策に向けた情報提供（東京シニア円滑入

居賃貸住宅の情報登録・閲覧制度） 

■サービス付き高齢者向け住宅の情報提供 

■府中市高齢者見守りネットワーク事業 

■継続 ☆新規・拡充 
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住まいづくりの施策 対応事業 

③障害者の自立した

生活を支援する住

まいづくり 

■重度身体障害者（児）住宅設備改善給付事業 

■グループホームの運営支援（運営主体：民間事業者） 

■障害者グループホーム等家賃助成制度 

■地域生活支援センターの運営 

■心身障害者住宅費助成事業 

■市営住宅での優先入居（障害者割当）の実施 

④子育てしやすい住

まいの確保 

■市営住宅でのひとり親世帯の優遇策（優遇抽選）の実施 

■母子・女性福祉資金 

☆子育て世帯の市営住宅への入居機会の確保・拡充策の検討[再掲] 

■市民住宅の運営 

⑤住まいの相談窓口

の充実 

☆住まいに係る情報提供・相談窓口の充実の検討（関係課の支援策

等の総合的な情報提供、多様な相談に応える住宅建築相談会等の

充実） 

■権利擁護（成年後見制度などの活用）のための施策 

⑥住まいの安定確保

に向けた話し合い

の場づくり 

☆住まいづくりの担い手による、意見交換の機会・場づくりの検討

（住まいづくりの主要課題に対応した研究会など） 

■継続 ☆新規・拡充 

 

～関連する指標と目標～ 

当基本方針に関し、市の住まいづくりの状況を把握する目安として、主要指標及 

び目標を次のとおり設定します。 

 

指 標 現 状 目 標 

市営住宅における所得基準内世帯の

割合 

・市営住宅における所得基準内世帯の割合 

です。増加を目指します。 

94.2% 

（平成24年度） 

97.5%※ 

（平成29年度） 

市内のグループホーム（障害者）の定

員数 

・地域生活の基盤の一つとなるグループホ 

ーム（ケアホームを含む。）の市内におけ 

る定員数です。増加を目指します。 

114人分 

（平成24年度） 

145人分※ 

（平成29年度） 

※ 第６次府中市総合計画の前期基本計画における目標値。目標年度は平成 29年度であり、４年後の後期

基本計画の策定に併せ、目標年度を平成33年度とした目標数値の見直しを行うものとする。 
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基本方針２ みんなで未来に残す住まいづくり 

（良好な住宅ストック形成について） 
 

（１）施策展開の基本的な考え方 

住宅を地域の誇れる資産として、未来に残していけるよう、耐震化や防災対策の強

化、環境性能の向上、バリアフリー化、健康配慮など、安全・安心・快適で、そして

環境にやさしい住宅の整備・供給の促進を図ります。 

増加の進む分譲マンションについて、その実態調査とともに、適切な維持管理や建

て替え、更新等の支援を検討します。 

今後、増加が心配される空き家についても、実態調査とともに、地域まちづくりと

の連携を視野に、その対策について検討します。 

 

（２）住まいづくりの施策 

① 住まいの耐震診断・改修の促進 

「府中市耐震改修促進計画」に基づき、今後とも、耐震改修の必要性や重要性に

ついて、様々な機会・場での相談会の実施や、専門家の派遣など、継続的、かつ、

より一層の周知・啓発に取り組むとともに、家具の転倒防止対策の普及・啓発や耐

震診断や改修への助成等を通じて、住宅における避難空間・避難経路の確保と耐震

化の促進を図ります。あわせて、首都直下地震等の大規模地震の発生が予測される

なかで、市民の防災意識が高まっていることを踏まえ、より一層の耐震化促進のた

めの支援策の拡充を検討します。 

また、東京都の「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」

に基づき、「特定緊急輸送道路沿道建築物」の耐震化の促進を図ります。 

 

② 住まいの防災・防犯対策の促進 

設置が義務付けされている住宅用火災警報器をはじめ、消火器、自動消火装置の

設置の普及など、火災時の安全確保について周知・啓発を図り、大規模マンション

等については、大規模災害時でも継続的な住まいとして機能できるよう、住宅開発

への防災関連施設・設備の設置誘導・促進策について検討します。 

また、市内では、徐々に空き家が増えてきており、荒廃した空き家は、防災や防

犯面で問題が生じる可能性があることから、その動向について継続的に調査してい

くとともに、防犯を考慮した住宅の建て方やコミュニティでの防犯まちづくりの促

進など、防犯性の高い住まいづくりについて周知・啓発を図ります。 
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③ 環境にやさしい住まいづくりの促進 

「エコハウス設備設置補助金」をはじめ、国や東京都の環境配慮型の設備設置へ

の支援制度の普及・促進を図ります。 

国の「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づく「特定低炭素住宅認定制度」

を活用した住宅建設や、東京都の「マンション環境性能表示制度」の普及など、環

境配慮型の住まいづくりの促進を図ります。 

建物の気温上昇の抑制など、環境にやさしい住まいづくりの観点からも、「府中

市地域まちづくり条例」に基づく「開発指導要綱」や「府中市景観ガイドライン」

を踏まえ、住宅地開発等において、住まいのみどり確保の誘導を図ります。 

国の「長期優良住宅認定制度」や東京都の「長寿命環境配慮住宅モデル事業」を

活用した住宅建設など、長持ちする住まいづくりの普及・啓発を図ります。 

住まい方を含め、環境にやさしい住まいづくりの取組や、支援制度など総合的に

紹介する情報提供や相談体制の充実について検討します。 

 

④ 住まいのバリアフリー化・健康配慮の促進 

「介護保険住宅改修」や「高齢者自立支援住宅改修給付事業」などの支援を通じ

て、住まいのバリアフリー化の普及・促進を図ります。 

「府中市福祉のまちづくり条例」により、一定規模以上の民間及び公共の共同住

宅は、その共用部分についてバリアフリー化を推進します。あわせて「福祉環境整

備事業」により、諸条件を満たした施設では、バリアフリー化の取組を支援しま

す。 

シックハウス症候群など建材に起因した健康被害を防止するよう、住宅建設時に

おいて、今後も引き続き適切な指導を図ります。 

アスベストを使用している住宅の解体・改修時において、引き続き、アスベスト

の飛散防止対策の徹底化を図ります。 

 

⑤ 住み替えの受け皿としての既存住宅の有効活用 

本市への移転や、市内での住み替えに当たって、安心して中古住宅を取得できる

よう、住宅の耐震化の促進を図るとともに、「住宅性能表示制度」の普及・促進を

図ります。 

また、空き家も重要な住宅ストックであり、その実態調査を行うとともに、地域

まちづくり活動との連携を視野に、空き家の見守りや利活用などの仕組みづくりに

ついて検討します。 

あわせて、空き家の管理に係る条例化を視野に、必要に応じて空き家対策のため

のルールづくりについても検討します。 
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⑥ 分譲マンションの適切な維持管理の促進 

分譲マンションについて、建物やその管理状況、管理組合の運営実態、長期修繕

計画や積立ての状況などについて、今後とも継続して実態調査を行い、実施に当た

っては、調査内容や調査方法等を適宜精査・充実し、適切な支援策の構築へ有効活

用していきます。 

あわせて、実態調査を踏まえつつ、維持・管理に係る助言・指導を具体的に行う

ための仕組みづくりについて検討します。 

また、マンション管理や建て替えに係る専門家の協力の下、分譲マンションの維

持・管理をはじめ、修繕・建て替え、耐震診断・改修などについての幅広い情報の

提供と相談に応じることができる体制について検討します。 

 

⑦ 民間賃貸住宅の適切な維持管理の促進 

退去時の原状回復や入居中の修繕等の基本的な考え方を示した東京都の「賃貸住

宅トラブル防止ガイドライン」の普及など、居住者とのトラブル防止やリスク回避

のための情報提供を図ります。 

また、貸主に対し、長期修繕計画の普及など、資産価値を保ち良好な住宅ストッ

クとして維持するための情報提供を図ります。 

あわせて、民間賃貸住宅においても高齢者や障害者の住まいの供給を促進できる

よう、「あんしん居住制度」等の情報提供を図ります。 

 

⑧ 公的住宅の計画的な修繕・更新 

市民共有の財産として、公共施設を将来にわたって適正な規模で維持していく観

点から、計画的な修繕工事の実施等、市営住宅の適切な管理に取り組むとともに、

東京都や東京都住宅供給公社、都市再生機構が供給・管理する住宅団地の老朽化に

伴う建て替えに当たっては、計画的な建て替えについて協議していきます。 
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～主要な事業・取組～ 

住まいづくりの施策 対応事業 

①住まいの耐震診

断・改修の促進 

■木造住宅耐震診断・耐震改修等助成金 

■特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成金 

☆耐震診断・改修支援の拡充検討（助成対象の拡大） 

☆耐震化促進のための情報提供の充実 

（様々な機会・場を通じた相談会の実施、専門家と連携したより一

層の情報提供など） 

②住まいの防災・防

犯対策の促進 

■住宅用火災警報器設置の義務化についての広報 

■防犯情報の発信・犯罪発生状況の発信（メール配信サービス） 

■ハザードマップ及び防災ハンドブックの作成・更新 

☆住宅開発への防災関連施設・設備の設置の誘導（府中市地域まち

づくり条例に基づく開発指導要綱の強化検討など） 

☆防犯まちづくりへの取り組み方の情報提供 

■荒廃した空き家の調査 

③環境にやさしい住

まいづくりの促進 

■エコハウス設備設置補助金交付事業 

■長期優良住宅認定（長期使用するため一定の構造・設備に配慮し

た住宅への税制優遇措置） 

■長寿命環境配慮住宅モデル事業の情報提供（実施主体：東京都） 

■低炭素建築物認定（一定の環境配慮のある住宅への容積率緩和や

税制優遇措置） 

☆みどりの創出・維持管理の奨励策の検討 

☆住宅の環境性能の確保・向上に係る支援策等の情報提供 

④住まいのバリアフ

リー化・健康配慮

の促進 

■住宅改修支援[再掲] 

（介護保険住宅改修・高齢者自立支援住宅改修給付事業） 

■重度身体障害者（児）住宅設備改善給付事業[再掲] 

■バリアフリー化促進（福祉のまちづくり条例・福祉環境整備事業） 

■シックハウス対策 

■住宅解体時等のアスベスト対策 

⑤住み替えの受け皿

としての既存住宅

の有効活用 

■木造住宅耐震診断・耐震改修等助成金[再掲] 

■住宅性能表示制度の普及・促進（実施主体：登録住宅性能評価機

関） 

☆空き家対策検討 

（実態調査、地域まちづくりとの連携を視野に入れた空き家対策、

空き家管理条例等を含めた空き家対策のルールづくりの検討な

ど） 

■継続 ☆新規・拡充 
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住まいづくりの施策 対応事業 

⑥分譲マンションの

適切な維持管理の

促進 

☆分譲マンション実態調査の継続・拡充 

（調査内容・方法の工夫など） 

☆分譲マンション実態把握・指導のための体制構築検討 

☆情報提供・相談窓口の拡充検討（マンション管理士など専門家と

の連携を視野に入れた相談機能の充実、管理組合・専門家相互に

つなぐネットワークづくりなど） 

⑦民間賃貸住宅の適

切な維持管理の促

進 

■トラブル回避策のための情報提供（都の相談窓口、「賃貸住宅トラ

ブル防止ガイドライン」の普及など） 

■高齢者や障害者等の住まい供給に向けた情報提供（あんしん居住

制度など）（基本方針１②・③参照） 

⑧公的住宅の計画的

な修繕・更新 

■市営住宅の適切な管理・修繕 

■都営住宅等の計画的な土地利用等の協議 

■継続 ☆新規・拡充 
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～関連する指標と目標～ 

当基本方針に関し、市の住まいづくりの状況を把握する目安として、主要指標及び

目標を次のとおり設定します。 

 

指 標 現 状 目 標 

住宅耐震化率 

・民間住宅の総数に対し、耐震性を有する

住宅の割合で、増加を目指します。  

85.9% 

（平成24年度） 

92%※1 

（平成29年度） 

バリアフリー化率 

・高齢者が居住する住まいにおいて、一定
のバリアフリー化が行われている住宅の

割合で、増加を目指します。 

※一定のバリアフリー化：手すりがある（２カ所

以上）又は段差のない屋内 

43.2% 

（平成20年度） 

80%※2 

（平成30年度） 

高齢者自立支援住宅改修給付件数（単

年度） 

・住宅改修などが必要と認められるおおむ
ね65歳以上の方に対して、手すりの取付

け及び浴槽などの取替え等の改修に対し
助成を行い、住環境の改善を支援します。  

106件 

（平成24年度） 

140件※1 

（平成29年度） 

省エネルギー対策の実施率 

・一定の省エネルギー対策が行われている

住宅の割合で、増加を目指します。 

※一定の省エネルギー対策：全部又は一部の住宅

の窓が、二重サッシ又は複層ガラス 

17.1% 

（平成20年度） 

40%※2 

（平成30年度） 

長期修繕計画策定済みマンション率 

・市内に立地する分譲マンションのうち、
長期修繕計画が策定されているマンショ

ンの割合で、増加を目指します。 

75.6% 

（平成22年度） 

90% 

（平成33年度） 

※１：第６次府中市総合計画の前期基本計画における目標値。目標年度は平成 29年度であり、４年後の後

期基本計画の策定に併せ、目標年度を平成33年度とした目標数値の見直しを行うものとする。 

 

※２：住宅・土地統計調査のデータを活用した指標であり、当統計調査の調査年度である平成 30年度を目

標年度として目標値を設定した。 
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基本方針３ みんなで取り組む地域の住まいづくり 

（まちづくりとの連携について） 
 

（１）施策展開の基本的な考え方 

「府中市地域まちづくり条例」により、地域の住環境に影響する建築・開発の適切

な誘導を図るとともに、地区計画や景観協定などの活用促進を通じて、地域ぐるみに

よる個性ある魅力的な住まいづくりの促進を図ります。 

あわせて、「府中市景観条例」及び「府中市景観計画」に基づく景観誘導に当たっ

ては、「府中市景観ガイドライン」の普及を図り、魅力的なまち並みのある住まいづ

くりを推進します。 

住まいづくりを、地域まちづくりへの参加・実践の機会・場として捉え、住まいづ

くりを介したまちづくり活動の活性化を促進し、多様な世代・世帯がふれあう成熟し

たコミュニティの醸成へとつなげていきます。 

さらに、「みんなで創る」住まいづくりの実践として、市民のみならず、住まいづ

くりの担い手を相互につなぐ仕組みづくりを検討するなど、本市の住まいづくりの主

要課題に対応し、市民・事業者・行政協働による「住みよいまち」の追及を目指しま

す。 

 

（２）住まいづくりの施策 

① 地域特性や周辺環境に配慮した住まいづくりの促進 

「府中市地域まちづくり条例」に基づく開発事業については、「開発指導要綱」

や「府中市開発事業まちづくり配慮指針」により、良好な住まいづくりについて適

切な誘導を図ります。 

良好な住環境の維持や魅力的な住まいづくりに取り組む、地域発意のまちづくり

については、まちづくり活動経費の一部助成やまちづくり専門家の派遣などにより

その活動を支援するとともに、地区計画や景観協定の活用の促進を図ります。 

「空き家を出さない」など、地元の創意工夫による住環境の維持・向上のための

まちづくり活動の促進策について検討します。 

 

② 魅力の高いまち並みを演出する住まいづくりの促進 

「住みよいまち」としてのまち並みの維持・向上に向け、「府中市景観条例」及

び「府中市景観計画」に基づき、「府中市景観ガイドライン」を踏まえた住まいづ

くりにおける景観誘導を図ります。 
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また、「府中市地域まちづくり条例」に基づく地域発意のまちづくりを促進し、

魅力的なまち並みのある住まいづくりの取組に対し、景観協定や地区計画の活用

の促進を図ります。 

 

③ 大規模な土地利用に当たっての適切な住まいづくりの誘導 

地域の住環境に大きな影響のある大規模施設の更新や土地利用転換に当たって

は、「府中市地域まちづくり条例」に基づき適切に開発誘導を図ります。 

また、市内に立地する大規模な住宅団地のうち、老朽化が進み、施設の更新時

期を迎えている団地については、団地住民による建て替え検討への支援を図ると

ともに、建て替えに伴う周辺への影響を踏まえ、その周辺を含めた地域のまちづ

くりとして取り組むことを検討します。 

 

④ コミュニティをはぐくむ住まいづくりの促進 

住まいづくりを、市民の地域のまちづくり活動への参加・実践の場として有効

活用する取組の促進を図ります。 

そのため、コミュニティ協議会や自治会などによる「祭り」といった地域交流

の場についての情報発信など、住宅開発による新住民などが気軽に地域に溶け込

めるきっかけづくりを促進します。 

市民団体・ＮＰＯなどが連携したまちづくり組織や、定年退職した世代を含め

た住まいづくり専門家・人材を相互につなぐ仕組みづくりを検討します。 

また、コミュニティカフェなど、地域、ひいては府中らしい住まいづくりのた

めの意見交換・実践の場についても検討します。 

 

⑤ 住まいづくりの担い手の連携による、住まいづくりサポートの充実 

住まいづくりに係る事業者相互、事業者・行政の情報交換・共有の促進を図り、

高齢期の住まいづくりや、空き家対策など、市の住まいづくりの主要課題へ対応

できる、市民・事業者・行政の協働の体制づくりを目指し、建設会社や不動産会

社をはじめ、健康・福祉、子育て支援など、生活サービスを提供する事業者、ま

ちづくり組織との連携の下、住まいづくりの主要課題への対策等について意見交

換、さらには研究・検討をする機会・場づくりを検討します。 

また、多分野にわたる関係課の支援策などについて総合的に案内できるよう、

情報提供の充実について検討するとともに、住まいづくりの担い手の連携の下、

住まいに係る多様な相談に応えることができる相談窓口の充実について検討しま

す。 
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～主要な事業・取組～ 

住まいづくりの施策 対応事業 

①地域特性や周辺環

境に配慮した住ま

いづくりの促進 

■府中市地域まちづくり条例による建築・開発誘導 

■府中市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例

による良好な近隣関係及び健全な生活環境の誘導 

■地域まちづくりへの地区計画、景観協定の活用促進 

■まちづくり活動経費の一部助成 

■まちづくり専門家の派遣 

☆住環境の維持・向上のためのまちづくり活動への支援策の検討 

②魅力の高いまち並

みを演出する住ま

いづくり 

■府中市景観ガイドラインによる建築・開発誘導（府中市景観条例・

府中市景観計画に基づく誘導） 

■地域まちづくりへの地区計画、景観協定の活用促進[再掲] 

③大規模な土地利用

に当たっての適切

な住まいづくりの

誘導 

■大規模開発事業における適切な住まいづくり誘導（府中市地域ま

ちづくり条例） 

☆住宅団地再生の取組検討 

④コミュニティをは

ぐくむ住まいづく

り 

■市民協働の活性化促進策（コミュニティ協議会、自治会、府中Ｎ

ＰＯ・ボランティア活動センター・コミュニティサイトふちゅう

運営など） 

☆地域まちづくりの情報提供の充実検討（自治会等の地縁組織、祭

り等の催事の情報提供など） 

☆まちづくり組織・住まいづくりの専門家をつなぐ仕掛け・仕組み

づくり検討（各組織・専門家の情報発信の機会、相互のマッチン

グのためのコーディネートなど） 

☆住まいづくりに係る話し合いの機会・場の検討 

⑤住まいづくりの担

い手の連携によ

る、住まいづくり

サポートの充実 

☆住まいづくりの担い手による、意見交換の機会・場づくりの検討

（住まいづくりの主要課題に対応した研究会など）[再掲] 

☆住まいに係る情報提供・相談窓口の充実の検討（関係課の支援策

等の総合的な情報提供、多様な相談に応える住宅建築相談会等の

充実）[再掲] 

■継続 ☆新規・拡充 
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～関連する指標と目標～ 

当基本方針に関し、市の住まいづくりの状況を把握する目安として、主要指標及び

目標を次のとおり設定します。 

 

指 標 現 状 目 標 

開発事業と併せて地区計画等を決定

した累計件数 

・府中市地域まちづくり条例に基づく開発

事業と併せて地区計画、景観協定、建築協
定を決定した件数で、増加を目指します。  

15件 

（平成24年度） 

26件※ 

（平成29年度） 

各文化センター圏域でのコミュニテ

ィ事業参加者数 

・地域まつりなど、各圏域で行われている

コミュニティ活動への参加者数を測定し
ます。事業への参加者数の増加を目指しま
す。  

217,828人 

（平成24年度） 

231,000人※ 

（平成29年度） 

※ 第６次府中市総合計画の前期基本計画における目標値。目標年度は平成 29年度であり、４年後の後期

基本計画の策定に併せ、目標年度を平成33年度とした目標数値の見直しを行うものとする。 
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第５章 計画の実現に向けて   
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第５章 計画の実現に向けて 

１ 市民・事業者・行政の協働 

 

「みんなで創る」住まいづくりには、市民・事業者・行政がそれぞれの役割の下に、

目標を共有しながら、互いに協力し合い活動することが不可欠となります。 

住まいづくりは、日々の暮らしに係る最も身近な事柄として、まずは、市民一人ひ

とりが取り組むべきことですが、市民と市民、市民と事業者、そして市民と事業者、

行政が協力し合うことで、一人では解決できない住まいづくりの問題に対処できるも

のと考えます。 

これにより、市民は、住まいを確保し、自立的に暮らすことのできる「住む力」を

身に付け、また、地域そして、市全体の「住みよいまち」としての魅力を高めていく

ことができると考えます。 

 

 

２ 多様な分野・主体の連携 

 

住まいづくりを効果的に展開していくために、市民・事業者・行政の協働を基本と

しながら、福祉、環境、防災、まちづくりなど、多岐にわたる関連分野の施策の連携

を図るものとします。 

そして、それぞれの分野で活躍する市民組織や団体、事業者、また、国や東京都、

都市再生機構などとの連携強化を図るものとします。 
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市民の役割 

市民は、住まい手である一方で、市や

事業者では十分な対応ができない、自分

自身の、そして、地域のより身近な住ま

いの問題・課題については、市民一人ひ

とりが住みよい地域をつくるという意識

を持って、自ら対処していくことが求め

られます。 

高齢者や障害者、子どもの見守りなど

に当たっては、自治会等の地縁組織や

NPO 活動などを通じて、市民が主体的に

サービス提供の担い手になるなど、地域

コミュニティをはぐくみながら、市民が

助け合い、時には、専門家等のサポート

を受けながら、住まいを確保し、自立的

に暮らすことのできる、「住む力」を自ら

高めていくことが必要です。 

大規模災害時に必要となる「自助」「共

助」「公助」のうち、「自助」「共助」の担

い手は、まさしく市民自身であり、ま

た、「自助」の要となる住宅については、

耐震化・防災性の確保など、安全な住宅

として維持・管理することも市民の役割

です。 

また、防災に限らず、景観形成などに

当たって、土地・建物などの資産活用

は、個人のためだけではなく、社会性を

持っていることを十分に理解した上で住

まいづくりに取り組むことが重要です。 

■住まいづくり推進イメージ 



55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業者の役割 

事業者は、住まいのつくり手として、良質

な住まいの供給や住環境の形成、また、公正

な取引を行う健全な住宅市場の形成に努める

必要があります。 

そして、住まいづくりに係る専門家の一人

であることを自覚し、地域貢献として、市民

が「住む力」を付けることを支援し、また、良

好な住宅ストックの形成に寄与するよう、一

定の利害を超えて、事業者相互、そして市と

の連携を強化していくことが求められます。 

市の役割 

市は、市民・事業者では取り組むことが困

難な住宅セーフティネットの確保に取り組み

ます。 

また、「住みよいまち」に向けたまちづくり

を支援できるよう、市民・事業者に対する情

報提供や相談体制、支援策の充実を図るとと

もに、住まいづくりに係る多様な住まいの担

い手と総合的な調整を図り、計画の推進・実

現を目指します。 
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３ 重視して取り組むべき施策 

 

本計画の推進に当たって、新規に取り組む施策のうち、市民・事業者・行政協働に

よる住まいづくりをより一層推進していくことが重要です。 

そこで、「市民」「事業者」「府中市」それぞれについて、市民・事業者・行政協働

による住まいづくりの観点から、特に重視して取り組むべき施策とその取り組み方を

示します。 

 

（１）市民が主体となる取組 

＜重視して取り組むべき施策＞ 

〇まちづくり組織・住まいづくりの専門家をつなぐ仕掛け・仕組みづくり 

（取り組み方） 

これまでのコミュニティ協議会や自治会等によるまちづくりの取組に加え、様々

な市民団体をつなぐ活動が活発化しつつあります。 

このような機運を十分に活かし、子どもや高齢者の見守り、防犯、防災、空き家

対策、住環境の維持・改善、魅力的なまち並みづくり、新旧住民の交流など、地域

それぞれのニーズに応じ、住まいづくりに係る取組へと、その活動の幅を広げてい

くことが考えられます。 

また、このような活動の中には、時には、専門家の助けが必要となる場面も想定

されます。そのため、住まいづくりの専門家とのネットワークづくりを進めていく

ことが重要となりますが、地域には、定年退職した人を含め、このような専門家の

方が住んでいることが十分考えられます。住民の方が気軽につどい・語らう場づく

りや、様々な行事・イベントなどを通じて、そのネットワークを徐々にでも広げて

いくことが考えられます。 

市においても、住まいに係る情報提供や相談窓口の充実に取り組むなかで、住ま

いづくりの専門家を紹介するなど、ネットワークづくりをサポートしていきます。 
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（２）事業者が主体となる取組 

＜重視して取り組むべき施策＞ 

〇住まいづくりの担い手による、意見交換の機会・場づくり 

（取り組み方） 

高齢者や障害者など誰もが安心して住まいを確保できる環境づくりをはじめ、分

譲マンションあるいは空き家に係る問題への対応には、住まいづくりに係る建設、

不動産、健康・福祉といった生活サービスに係る事業者、そして行政が協力し合い

取り組んでいくことが欠かせません。 

ただし、これらの問題に対して定石となる対策はありません。また、行政だけで

解決できるものでもありません。事業者それぞれが培ってきた専門的な知識・技術

を結集し、解決策を模索していくことが必要です。 

そのため、まずは、一つのテーマの下に各事業者が集まり、意見交換を行う機

会・場づくりからはじめ、徐々に検討・研究へと議論を深めていくことが考えられ

ます。 

市においても、分譲マンションや空き家など、住まいづくりに係る調査や、住宅

相談会などに際して、事業者との情報交換に努めるとともに、事業者相互、そして

事業者・行政の意見交換の場づくりを呼びかけていきます。 

 

（３）府中市が主体となる取組 

＜重視して取り組むべき施策＞ 

〇住まいに係る情報提供・相談窓口の充実 

（取り組み方） 

第４章に示した施策や事業については、いずれも住まいづくりに係る重要な施

策・事業であり、適切な役割分担の下に関係課それぞれが積極的に取り組んでいき

ます。 

一方で、これら関係課の取組の効果を十分に高めていくためには、関係課相互の

連携が重要と認識しています。また、市民の最も身近な存在である住まいについて、

公共サービスが分かりやすく、受けやすい環境を整えるためには、住まいに係る情

報提供・相談窓口の充実が必要と考えています。 
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そのため、まずは、住まいづくりに係る関係課の支援策等の情報をまとめあげ、

総合的に提供していくことを検討します。 

あわせて、住まいづくりに係る相談窓口の充実に向けて、関係課の連携の強化と、

情報共有の徹底化を図るとともに、住まいづくりの担い手となる事業者や専門家と

も協力体制を強化していきます。 
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４ 計画の進行管理 

 

本計画は、住まいづくりに係る上位計画として、また、関連分野との調整に係る

指針となる計画として、その積極的な運用を図るものとします。 

また、「第６次府中市総合計画」に示す都市像を踏まえ、住まいづくりがその実現

に向かっているかについて、点検・評価をし、計画の軌道修正を図るものとします。 

 

① 計画の積極的な推進・運用 

本計画の基本方針を基に、住まいづくり施策の展開を図るものとし、特に、重視

して取り組むべき施策の積極的な推進を図ります。 

また、関連分野の計画策定や施策展開においては、本計画との整合を図るととも

に、住まいづくりに係る計画や施策との連携・調整を図ります。 

これら施策の展開に当たっては、「東京都住宅マスタープラン」における重点供給

地域への位置付けや、地域住宅計画を活用しながら、適切かつ合理的・効果的な住

宅供給の推進を図ります。 

本計画を基に、東京都や東京都住宅供給公社、都市再生機構をはじめ、住まいづ

くりに関連する機関・団体との協議・調整を図るものとします。 

 

② 計画の点検作業 

計画策定後においても、本市が置かれている状況について、各種統計データ等を

用い、住まいの側面から客観的に分析を行い、併せて、社会情勢や住まいづくりの

潮流、市民意向などを踏まえ、本計画に掲げる目標像や基本方針の妥当性について

確認するものとします。 

また、住まいづくり施策の展開状況、特に、重点施策の進捗状況や効果について

把握・分析を行い、施策の改善点や施策の削除・追加の必要性を明らかにするもの

とします。 

 

③ 計画の見直し 

点検作業の結果を踏まえ、おおむね４年後に必要に応じて見直しを行い、計画期

間が終了する８年後においては、改定の必要性について検討します。 

このほか、社会経済情勢の変化をはじめ、国や東京都の動向、本市の基本構想や

長期計画、関連計画の策定・改定の状況などを踏まえ、必要に応じて見直しを図り

ます。 
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資料編 

 

１ 府中市住宅マスタープラン検討協議会委員名簿 

 

氏名 選出区分 備考 

会長 大本 圭野 学識経験者 元東京経済大学教授 

副会長 真野 洋介 学識経験者 東京工業大学大学院准教授 

委員 池水 富美矢 公募市民 － 

委員 小澤 尚 公募市民 － 

委員 菅原 良子 関連団体構成員 医療法人社団 清新会 

委員 玉山 真一 関連団体構成員 東京都宅地建物取引業協会 

委員 安村 久泰 関連団体構成員 東京都建築士事務所協会 

敬称略、五十音順（選出区分ごと） 
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２ 府中市住宅マスタープラン検討協議会開催経過 

 

回 開 催 日 協議内容 

第１回 平成25年6月17日（月）

〇依頼状の伝達、委員紹介 

〇副市長挨拶 

〇会長・副会長の選任 

〇計画策定の目的と検討協議会の進め方について 

〇第２次府中市住宅マスタープランの概要と取り組み状

況について 

〇府中市の住生活に係る現状・課題について 

第２回 平成25年7月8日（月） 

〇第３次住宅マスタープラン策定の基本的な考え方につ

いて 

〇テーマ１：住まいの安定確保について 

第３回 平成25年8月12日（月） 
〇テーマ２：良好な住宅ストック形成について 

 

第４回 平成25年9月４日（水） 
〇テーマ３：まちづくりとの連携について 

〇住まいづくりの基本方針について 

第５回 平成25年10月７日（月） 
〇計画の推進について 

〇住宅マスタープランの計画骨子について 

第６回 平成25年11月11日（月） 〇第３次府中市住宅マスタープランについて 
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３ 用語解説 

 

あ アスベスト対策 本市では、「大気汚染防止法」及び関連法令に基づき、吹

付けアスベストのみならずアスベスト含有成形板について

も作業基準を定め、届出を義務付けています。 

 あんしん居住制度 入居者の見守りや葬儀・家財の片付けのサービスを提供す

ることで賃貸主の不安の解消や賃貸住宅等の高齢者等の見

守り等を支援する制度で、（財）東京都防災・建築まちづく

りセンターが実施しています。 

 エコハウス設備設

置補助金 

地球温暖化防止対策の一環として、自然エネルギーの有効

活用を促進するため、個人住宅の環境に配慮した住宅設備の

設置に要する費用の一部を助成します。 

 

 

 

 

エネルギーの使用

の合理化に関する

法律 

工場や建築物、機械・器具の省エネ化を総合的に推進する

ための法律です。 

当法律に基づき、一定規模以上の住宅の新築や増築等を行

う場合、一定の省エネ対策を行っていることを届出する必要

があります。また、建売戸建住宅を新築・販売する事業者も

その住宅が省エネの基準を満たすよう目指すものとされて

います。 

   

か 介護保険住宅改修 住宅の改修が必要と認められる方が、手すりの取付け・床

段差の解消などや、浴槽改修、流し台・洗面台（車いす対応）

の交換、便器の洋式化などをするときの改修費について、一

定の限度額内において、かかった費用の９割が介護保険から

給付されます。 

 

 

 開発指導要綱 

（正式名称：府中

市開発事業に関す

る指導要綱） 

「府中市地域まちづくり条例」に基づき、一定規模の開発

事業については、市と事業者が事前に協議を行う仕組みとな

っており、当要綱は、公共施設及び公益的施設の整備基準並

びに開発事業の施行に関して遵守すべき事項を定めていま

す。（府中市地域まちづくり条例 参照） 
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 区分所有建物 構造上区分され、独立して住居・店舗・事務所・倉庫等の

用途に使用することができる複数の部分から構成されてい

るような建物です。分譲マンションの住戸のように、一棟の

建物の一部分を独立した所有権の対象にできます。 

 

 グループホーム 就労又は就労継続支援などの日中活動をしている知的障

害者や精神障害者が、社会福祉法人などが借り上げたアパー

ト等で、共同生活をしながら相談や食事の世話等の生活支援

を受けます。 

 

 景観協定 地区内の土地所有者等の全員の合意により、良好な景観の

形成に関して締結される協定です。協定には、建築物の形

態・意匠をはじめ、工作物、緑化、屋外広告物など様々な要

素についてルールを定めることができます。 

市長が協定の認可を行います。 

 建築物の耐震改修

の促進に関する法

律 

既存の建物のうち、特に多数のものが利用する一定規模以

上の建物の所有者に耐震診断及び耐震改修を努力義務とし

て課する法律で、阪神大震災の教訓から、平成７年 10月に

制定されました。 

 

 高額所得者 公営住宅法では、公営住宅に引き続き５年以上入居し、か

つ、最近２年間の収入が公営住宅法に定める額を超える入居

者を指します。 

事業主体（地方公共団体）は、高額所得者に対して住戸の

明渡し請求ができます。 

 

 高齢者住宅 65歳以上のひとり暮らしで住宅に困っている方、自力で住

宅を確保することが難しい方に、民間の建築主から市が借り

上げた高齢者住宅を提供しています。 

 
 

 高齢者自立支援住

宅改修給付事業 

日常生活の動作が困難な、おおむね65歳以上の高齢者で、

住宅での生活を確保するために住宅の改修が必要と認めら

れる方が、手すりの取付け・床段差の解消などや、浴槽改修、

流し台・洗面台（車いす対応）の交換、便器の洋式化などを

するときの改修費を助成します。 
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 高齢者の居住の安

定確保に関する法

律 

高齢者が入居しやすい借家の供給や持ち家のバリアフリ

ー化を進めることなどを目的に、平成 13年に制定された法

律です。 

住宅のみならず、福祉施設を含めた高齢者の居住確保をは

じめ、住宅バリアフリー化の一層の推進とともに、デイサー

ビスなどの高齢者生活支援施設との一体的整備について、制

度の強化が図られてきました。 

 

 

 

 

コミュニティ協議

会 

市内には 11の文化センターを中心にコミュニティ圏域が

あり、それぞれにコミュニティ協議会が組織されています。

コミュニティ協議会は、自治会をはじめ、老人会や婦人会、

自主グループなどの地域団体から組織され、市の支援の下、

地域独自の活動を展開しています。 

 コミュニティサイ

トふちゅう 

市民活動の活性化に向け、市内を中心に活動している市民

団体の活動内容やイベントを紹介しているホームページで

す。ホームページから団体情報の検索や、イベントの参加申

込みができます。 

   

さ シックハウス症候

群 

室内の空気汚染により起こる様々な健康障害を総称して、

シックハウス症候群と呼びます。建材などに含まれる化学物

質が要因の一つとされています。 

 収入超過者 公営住宅法では、公営住宅に引き続き３年以上入居し、公

営住宅法で定める収入基準を超える収入のある入居者を指

します。 

収入超過者には公営住宅法に基づき明渡し努力義務が課

せられるほか、引き続き公営住宅を使用する収入超過者に対

しては、割増賃料が課されます。 

 住生活基本法 生活の安定の確保・向上により、国民生活の安定向上・社

会福祉の増進を図り、国民経済の健全な発展に寄与すること

を目的に、平成18年６月に制定されました。 

 

 住宅セーフティネ

ット 

「セーフティネット」とは、経済的な危機に陥っても最低

限の安全・生活を保障する社会的な制度や対策のことです。

住宅に関して用いる場合は、住宅に困窮する世帯であっても

安定して居住空間を確保できるよう制度や対策を講じるこ

とを示します。 
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 住宅セーフティネ

ット法（正式名

称：住宅確保要配

慮者に対する賃貸

住宅の供給の促進

に関する法律） 

低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを育成する

家庭、その他住宅の確保に特に配慮を要する者に対し、賃貸

住宅の供給を促進するために定めた法律です。 

平成19年７月に制定されました。 

 住宅ストック 「ストック」とは、ある一時点の存在するものを指します。

住宅に関して用いる場合は、社会的な資産という観点から捉

えた現存する住宅を示します。 

 住宅性能表示制度 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく制度で

す。住宅の性能を構造の安定、高齢者等への配慮、防犯、火

災時の安全、空気環境、光・視環境等の分野について国の定

めた統一基準に基づき、第三者機関が評価します。 

 住宅・土地統計調

査 

 

住宅や、人が居住する住宅以外の建物の実態をはじめ、こ

れらに居住している世帯の実態を調査します。総務省統計局

が昭和23年から５年ごとに実施しています。 

 住宅用火災警報器 熱や煙等により火災を感知し、音や音声で知らせるもので

あり、平成 16年の消防法改正に伴い、設置が義務付けられ

ました。 

 重度身体障害者

（児）住宅設備改

善給付事業 

在宅で身体に重度の障害のある方（６歳以上 65歳未満）

のために手すりの取付け、床段差解消など、また、浴槽や便

所、玄関、台所、居室の改善費を給付します。 

 市民住宅 市民住宅とは、公営（都営・市営）住宅の収入基準を上回

る、中堅所得者を対象とした住宅です。 

 心身障害者住宅費

助成事業 

身体障害者手帳１～４級又は愛の手帳１～３度の障害者

の方を対象に、家賃の一部を助成します。 

 成年後見制度 認知症や知的障害、脳機能障害、精神的疾病により、判断

能力が十分でない人の権利や財産を守るための制度で、「後

見人」が本人に代わって判断したり、財産を管理したり、援

助したりします。 

   

た 耐震改修 耐震診断結果に基づき、建築物が地震に対して安全になる

ように補強工事を行い、耐震性を向上させます。 
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 耐震診断 建築物の地震に対する安全性を確認するため、耐震性能を

評価し、耐震改修が必要かどうかを総合的に判定することで

す。 

 地域生活支援セン

ター 

主に精神障害のある方やそのご家族に対し、生活支援や生

活相談をはじめ、地域交流の機会や場を提供します。 

 地域包括支援セン

ター 

地域で暮らす高齢者を対象に、介護保険制度や福祉サービ

スの相談や住宅改修についての相談、権利擁護の取組、介護

予防支援など、介護、福祉、健康、医療など、様々な面から

総合的に支援します。 

 地区計画 「都市計画法」に基づき、地区の良好な環境を維持・保全、

あるいは改善に向けて、建築物の用途や形態・意匠の制限を

はじめ、公共施設の配置などを地区の住民意向や特性に応じ

て、きめ細やかに定める制度です。 

 地方分権改革 国に集中している権限や財源を地方自治体（都道府県や市

区町村）に移し、住民に身近な地方自治体が自らの選択と責

任で物事を決定し、地域の特色を活かした都市・地域づくり

を進めることです。 

 長期修繕計画 分譲マンションなどの保守・点検や経常修繕を長期にわた

って適切に行っていくための計画です。この計画に基づき、

「修繕積立金」を積み立て、必要な修繕を計画的に行ってい

くことになります。 

 長期優良住宅認定

制度 

長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づき、長期に

わたり良好な状態で使用するための構造、設備を備えた住宅

について、適合している旨の認定を市が行う制度です。 

 

 長期優良住宅の普

及の促進に関する

法律 

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じら

れた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築

及び維持保全に関する計画を認定する制度を位置付けた法

律です。（長期優良住宅認定制度 参照） 

平成20年６月に施行されました。 

 

 長寿命環境配慮住

宅モデル事業 

東京都では、長期優良住宅の認定に加え、環境配慮に取り

組む一定の条件を満たす住宅を「長寿命環境配慮住宅」とし

て、中小工務店の参画により、一般戸建住宅並みの価格で供

給する事業をモデル的に展開しています。 
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 賃貸住宅トラブル

防止ガイドライン

  

東京都が「賃貸住宅紛争防止条例」の施行（平成16年10

月１日）に併せて作成したもので、賃貸住宅のトラブルを防

止するために知ってもらいたい、退去時の復旧や入居中の修

繕に関する費用負担の原則、契約や住まい方で注意すべきこ

と等を、ガイドラインで示しています。 

 低炭素社会 省エネルギーや太陽光などの自然エネルギーの有効活用

などを通じて、地球温暖化の主因とされる温室効果ガスの一

つである二酸化炭素をできる限り排出しないよう、産業・生

活システムを構築した社会のことです。 

 

 東京都住宅供給公

社 

 

東京都の住宅政策の実施機関として住宅を必要とする都

民に対し、居住環境の良好な住宅等を供給し、都民の生活安

定と社会福祉の増進に寄与することを目的とした、地方住宅

供給公社法に基づく特別法人です。 

 東京シニア円滑入

居賃貸住宅情報登

録閲覧制度 

高齢者円滑入居賃貸住宅の登録・閲覧制度を補完する事業

として、東京都で定める一定の基準を満たす高齢者の入居を

拒まない賃貸住宅について、都が独自に実施する情報登録閲

覧制度により、高齢者等に広く情報提供を行います。 

 東京都住宅マスタ

ープラン 

東京都が東京都住宅基本条例に基づいて策定するもので、

住宅政策の目標や基本的施策を具体化し、まちづくり、環境、

産業、福祉など関連する各政策分野との連携を図りながら、

住宅施策を総合的かつ計画的に推進するための基本となる

計画です。「住生活基本法」に基づく住生活基本計画の都道

府県計画としての性格を併せ持ちます。（住生活基本法 参

照） 

 東京における緊急

輸送道路沿道建築

物の耐震化を推進

する条例 

東京都は、平成 23年４月に「東京における緊急輸送道路

沿道建築物の耐震化を推進する条例」を施行し、地震発生時

における避難、救急消火活動、緊急物資の輸送及び復旧復興

活動を支えるために特に高い公共性を有し、沿道建築物の耐

震化を図る必要がある道路を「特定緊急輸送道路」に指定し、

その沿道建築物について、耐震診断が未実施の場合は診断の

実施を平成 24年４月から義務化するなど、重点的に耐震化

を推進していくこととしています。 

 特定低炭素住宅認

定制度 

二酸化炭素の排出の抑制に寄与する住宅として、一定の基

準を満たすものを「特定低炭素住宅」として市が認定する制

度です。（都市の低炭素化の促進に関する法律 参照） 
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 都市再生機構 都市基盤整備公団を廃止し、地域振興整備公団の地方都市

開発整備部門と統合して、平成 16年に設立された独立行政

法人です。大都市及び地方中心都市において、市街地の整備

改善及び賃貸住宅の供給の支援を行うとともに、都市基盤整

備公団から承継した賃貸住宅等の管理などの業務を担いま

す。 

 都市の低炭素化の

促進に関する法律 

 

都市の二酸化炭素排出量の削減を図り、都市の健全な発展

に寄与することを目的に制定された法律です。 

都市部の二酸化炭素排出の多くを占める建築物について

低炭素建築物を普及・促進するための措置を講じるものとさ

れており、「特定低炭素住宅認定制度」がその施策の一つで

す。（特定低炭素住宅認定制度 参照） 

   

な 二重サッシ 開口部にサッシを二重に取り付けたもので、サッシの間に

空気層ができ、断熱効果が高まり結露防止にも有効で、防音

性も高くなるメリットがあります。サッシにはめ込まれるガ

ラスが２枚になっている、複層ガラスとは異なります。（複

層ガラス 参照） 

 

 

 

ノーマライゼーシ

ョン 

障害者や高齢者など、社会で不利を受けやすい人々が、他

の人々と同じように暮らすことができる社会を目指すとい

う考え方です。 

   

は ハザードマップ 自然災害が及ぶ範囲を予測し、地図にしたものです。災害

発生時の迅速・的確な避難や、二次災害発生の予想とその回

避など、防災・減災に役立てることができます。 

 バリアフリー 住まいや都市において、「バリア（障壁）」を「フリー（除

く）」、つまり障壁となるものを取り除き、移動しやすく、

生活しやすくすることを意味します。 

 福祉環境整備事業 福祉のまちづくりを進めるため、「府中市福祉のまちづく

り条例」で定める既存建築物を改修する際に、中小企業者や

一般社団法人等に整備費用の一部を助成します。 

 複層ガラス 一つのサッシに２枚の板ガラスで空気層を挟み込んだ断

熱性の高いガラスです。「ペアガラス」ともいいます。         

（二重サッシ 参照） 
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 府中ＮＰＯ・ボラ

ンティア活動セン

ター 

市民、企業及び市との連携によるまちづくりを目指した、

市内で継続的に社会貢献活動を行うＮＰＯ・ボランティア団

体の活動・交流の拠点です。ＮＰＯ法人が運営に当たってい

ます。 

 府中市景観ガイド

ライン 

当ガイドラインを基に、「府中市景観条例」に基づき届出

の対象となる建築等について、良好な景観形成に向けて適切

な助言・指導を行っています。（府中市景観条例 参照） 

 府中市景観条例 平成16年の景観法の施行に伴い、平成19年12月に制定

した条例です。 

当条例に基づき、景観に影響を及ぼす可能性のある建築物

の建築などの一定の行為は、届出を義務付け、「府中市景観

計画」のほか、詳しく景観形成の基準を示した「府中市景観

ガイドライン」を基に誘導を行っています。 

 

 

 

府中市高齢者見守

りネットワーク事

業 

高齢者が住み慣れた地域で安心して生活し続けられるこ

とを目的とした、高齢者の見守りのための事業です。 

市民が身近にいる高齢者の安否に不安などを感じた際に、

地域包括支援センターに連絡すると、当センターで対象の高

齢者の状況を確認し、適切な支援を行います。 

 府中市地域まちづ

くり条例 

市・市民・事業者の協働により、住みよいまちづくりを実

現するための手続などを定めた条例です。 

当条例に基づき、大規模な土地利用や開発事業の誘導に取

り組んできています。（開発指導要綱 参照） 

 府中市福祉のまち

づくり条例 

「ユニバーサルデザイン」の考え方を基本に、高齢者や障

害者を含めた全ての人が安全で、安心して、かつ、快適に暮

らし、又は訪れることができるまちづくりを推進するための

条例です。 

 防災関連施設・設

備 

災害後、大規模マンションや地域での生活維持を図るため

に備える施設や設備のことで、主に「飲料水の確保」や「食

糧の確保」、「し尿処理」、「生活用水の確保」、「一時避

難場所の確保」などを目的としています。 

具体的には、「防災倉庫」、「避難生活に使用できるスペ

ース」のほか、「マンホールトイレ用マンホール及びトイレ

キット」や「雨水貯留槽」、「飲料水の備蓄」「かまどベン

チ及びかまどベンチ用燃料・鍋」などが挙げられます。 
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 母子・女性福祉資

金 

母子家庭の母又は配偶者のいない女性に、転宅に必要な敷

金・前家賃・運送代の資金を貸し付けます。 

 

   

ま マンション環境性

能表示制度 

大規模な新築又は増築マンションの販売広告に、「建物の

断熱性」、「設備の省エネ性」、「太陽光発電・太陽熱」、

「建物の長寿命化」及び「みどり」という５つの環境性能を

示すラベルの表示を義務付ける東京都の制度です。 

 マンションの建替

えの円滑化等に関

する法律 

マンションの良好な居住環境を確保するために、円滑なマ

ンションの建て替えを促進するための制度を定めている法

律で、平成14年６月に制定されました。 

 

 民生委員 民生委員は、生活に困っている方や、児童、高齢者、障害

者などのことで悩みごとのある方のために相談、支援に当た

っています。 

   

や 

 

優遇抽選 公営住宅において、優遇資格に該当する世帯が、一般の申

込者よりも当せん率を高くする制度です。 

本市では、高齢者世帯とひとり親世帯を対象に行っていま

す。 

 ユニバーサルデザ

イン 

年齢、性別、言語、個人の能力等にかかわらず、初めから

できる限り多くの人が利用しやすいよう都市や生活環境を

デザインする考え方です。 
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４ 住まいに関するアンケート調査（一部抜粋） 

 

本計画策定の市民意識に関わる基礎的資料として、市民約２千人を対象としたアン 

ケート調査を実施した結果を次に示す。 

 

 

（１）実施概要 

○配付日：平成24年８月27日 

○回収期間：～９月21日（金） 

○対象：20歳以上の市民 

○抽出方法：無作為抽出（抽出数は圏域ごとの人口比に応じて設定） 

○配付数：1,977通 

○回収数：1,017通 回収率51.4％ 

○質問の趣旨 

◎現在の住環境の満足度 

◎現在の住まいの満足度 

◎今後の住まいについてなど 

・今後の住まいの意向（建て替え、購入、修繕、移転） 

・住み替え機会／住み替え先 

・リフォーム意向 

・重点的に取り組むべき住生活施策 

◎フェイスシート 

・回答者属性 年齢／家族構成／同居する高齢者の有無／居住年数／地域 

・住まいの状況 形態／所有／広さ／築年数 
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（２）集計結果（以下、項目の番号は、設問番号） 

１‐① 年齢 

「20代」・「80代」の回答者数が10％未満であるほかは、各年齢層から偏りなく

回答が得られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1‐② 世帯の人数 

世帯人員数を「５人」・「６人以上」とする回答者は合わせて10％未満であるが、

１～４人それぞれの人員数に該当する回答者数はおおむね20％前後となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以上
34 134 190 167 215 164 95
3.4% 13.4% 19.0% 16.7% 21.5% 16.4% 9.5%

１人 ２人 ３人 ４人 ５人 ６人以上
216 280 233 179 67 18
21.8% 28.2% 23.5% 18.0% 6.7% 1.8%

3.4%

13.4%

19.0%

16.7%

21.5%

16.4%

9.5%
20代

30代

40代

50代

60代

70代

80代以上

21.8%

28.2%
23.5%

18.0%

6.7%

1.8%

１人

２人

３人

４人

５人

６人以上
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 １－③ 家族構成 

「単身」・「夫婦のみ」世帯の回答者が最も多く、それぞれ約20％を占める。 

子どものいる世帯（番号３～５）は、それぞれ同程度の回答者があり、合わせて

約40％を占める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１‐④ 家族内の高齢者の有無 

高齢者がいるとする世帯（番号１～２）は、約４割を占める。うち、全員が高齢者

の世帯（番号１）は全体の13％を占める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1　単身 2　夫婦のみ 3　夫婦と子ども
（末子が
６歳未満）

4　夫婦と子ども
（末子が
18歳未満）

5　夫婦と子ども
（末子が
18歳以上）

6　夫婦と親 7　３世帯 8　その他

206 194 101 119 153 23 45 133
21.1% 19.9% 10.4% 12.2% 15.7% 2.4% 4.6% 13.7%

1　家族全員が65歳以上 2　65歳以上の家族がいる 3　65歳以上の家族がいない
118 252 534
13.1% 27.9% 59.1%

21.1%

19.9%

10.4%
12.2%

15.7%

2.4% 4.6%

13.7%

1 単身

2 夫婦のみ

3 夫婦と子ども
（末子が６歳未満）

4 夫婦と子ども
（末子が18歳未満）

5 夫婦と子ども
（末子が18歳以上）

6 夫婦と親

7 ３世帯

8 その他

13.1%

27.9%
59.1%

1 家族全員が65歳以上

2 65歳以上の家族がいる

3 65歳以上の家族がいない
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１‐⑤ 居住年数 

現在の住まいの居住年数が「20年以上」の回答者が約 30％で最も多く、次いで、

「１～５年未満」・「５～10年未満」・「10～15年未満」の回答者がそれぞれ17～

18％を占める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１‐⑥ お住まいの地域 

「中央」地域の回答者が18％である以外は、各地域で回答者数に大きな偏りは見られ

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1　生まれたときから 2　１年未満 3　1～5年未満 4　5～10年未満 5　10～15年未満 6　15～20年未満 7　20年以上
22 65 172 171 176 92 296
2.2% 6.5% 17.3% 17.2% 17.7% 9.3% 29.8%

1　中央 2　白糸台 3　西府 4　武蔵台  5　新町 6　住吉 7　是政 8　紅葉丘 9　押立 10　四谷 11　片町
183 111 63 51 108 109 80 90 48 57 101
18.3% 11.1% 6.3% 5.1% 10.8% 10.9% 8.0% 9.0% 4.8% 5.7% 10.1%

2.2%

6.5%

17.3%

17.2%

17.7%

9.3%

29.8%

1 生まれたときから

2 １年未満

3 1～5年未満

4 5～10年未満

5 10～15年未満

6 15～20年未満

7 20年以上

18.3%

11.1%

6.3%

5.1%10.8%10.9%

8.0%

9.0%

4.8%

5.7%

10.1%

1 中央

2 白糸台

3 西府

4 武蔵台

5 新町

6 住吉

7 是政

8 紅葉丘

9 押立

10 四谷
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１‐⑦ 住まいの形態 

「一戸建て持ち家」に住む回答者が約 45％と最も多い。次いで、「分譲マンショ

ン」・「民間賃貸住宅」がそれぞれ約21％を占める。 

「市（都）営住宅」に住む回答者は約５％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１‐⑧ 住まいの建築時期 

現在の住まいの建築時期が、「平成３～12年」・「平成13年以降」とする回答者が

最も多く、それぞれ３割近くを占める。 

昭和55年以前とする回答者（番号１～３）もおり、合わせて24％を占める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1　一戸建て
持ち家

2　長屋建て
持ち家

3　分譲ﾏﾝｼｮﾝ 4　UR・公社
賃貸住宅

5　市（都）営
住宅

6　公的住宅 7　民間賃
貸住宅

8　社宅・
寮

9　その他

445 12 208 19 61 4 208 21 17
44.5% 1.2% 20.8% 1.9% 6.1% 0.4% 20.8% 2.1% 1.7%

1　昭和34年以前 2　昭和35
　　　　　～45年

3　昭和46
　　　　　～55年

4　昭和56
　　　　～平成2年

5　平成3
　　　　　～12年

6　平成13年以降 7　わからない

21 81 141 131 260 272 75
2.1% 8.3% 14.4% 13.4% 26.5% 27.7% 7.6%

44.5%

1.2%

20.8%

1.9%

6.1%
0.4%

20.8%

2.1% 1.7%

1 一戸建て持ち家

2 長屋建て持ち家

3 分譲ﾏﾝｼｮﾝ

4 UR・公社賃貸住宅

5 市（都）営住宅

6 公的住宅

7 民間賃貸住宅

8 社宅・寮

9 その他

2.1%

8.3%

14.4%

13.4%

26.5%

27.7%

7.6%
1 昭和34年以前

2 昭和35～45年

3 昭和46～55年

4 昭和56～平成2年

5 平成3～12年

6 平成13年以降

7 わからない
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２‐① 現在の住まいの住環境の総合的な満足度 

現在の住まいの住環境について、「まあ満足」とのする回答が最も多く約６割を占

める。 

「満足」とする回答が約18％あり、「まあ満足」と合わせて８割近くが住環境に対

して肯定的な回答をしている。 

一方で、「多少不満」とする回答が約20％あるが、「非常に不満」については2％

にとどまる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２‐② 現在の住まいの住環境の満足度（項目別） 

満足度を尋ねた17項目のうち、14項目について「満足」・「まあ満足」とする回答が

５割を大きく超え、総じて満足度が高い回答が得られている。 

現在の住まいの住環境について、「通期・通学などの利便」・「子どもの遊び場・公

園など」・「緑・水辺など自然のふれあい」について、満足度が高く、「満足」・「ま

あ満足」とする回答が８割近くに及ぶ。 

一方で、「火災延焼に対する安全」・「敷地やまわりのバリアフリー化の状況」・「ま

わりの道路の歩行時の安全」での満足度は低く、「多少不満」・「非常に不満」とする

回答が約５割に及ぶ。 

 

満足 まあ満足 多少不満 非常に不満

119 404 134 11
17.8% 60.5% 20.1% 1.6%

17.8%

60.5%

20.1%

1.6%

満足

まあ満足

多少不満

非常に不満
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＜項目ごとの満足度＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

満足
まあ
満足

多少
不満

非常に不
満

（1）地震時の避難などに対する安全 89 523 318 56
（2）水害時の避難などに対する安全 189 477 256 54
（3）火災延焼に対する安全 65 400 416 99
（4）敷地やまわりのﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化の状況 74 418 372 106
（5）まわりの道路の歩行時の安全 92 401 373 127
（6）治安、犯罪発生の防止 82 552 301 45
（7）騒音、大気汚染などの少なさ 148 479 255 101
（8）通勤・通学などの利便 272 491 177 30
（9）日常の買い物、医療・福祉施設・文化施設などの利便 249 471 226 55
（10）子どもの遊び場・公園など 220 512 198 27
（11）緑・水辺など自然とのふれあい 269 516 164 35
（12）敷地の広さや日当たり、風通しなど空間のゆとり 200 493 246 52
（13）まちなみ、景観 146 593 212 37
（14）親や親戚の住宅との距離 135 479 226 105
（15）近隣の人たちやコミュニティとの関わり 87 580 272 45
（16）福祉・介護等の生活支援ｻｰﾋﾞｽの状況 77 571 253 22
（17）子育て支援ｻｰﾋﾞｽの状況 58 539 225 21

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（1）地震時の避難などに対する安全

（2）水害時の避難などに対する安全

（3）火災延焼に対する安全

（4）敷地やまわりのﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化の状況

（5）まわりの道路の歩行時の安全

（6）治安、犯罪発生の防止

（7）騒音、大気汚染などの少なさ

（8）通勤・通学などの利便

（9）日常の買い物、医療・福祉施設・文化施設などの利便

（10）子どもの遊び場・公園など

（11）緑・水辺など自然とのふれあい

（12）敷地の広さや日当たり、風通しなど空間のゆとり

（13）まちなみ、景観

（14）親や親戚の住宅との距離

（15）近隣の人たちやコミュニティとの関わり

（16）福祉・介護等の生活支援ｻｰﾋﾞｽの状況

（17）子育て支援ｻｰﾋﾞｽの状況

満足 まあ

満足

多少

不満

非常に不満
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２‐③ 現在の住まいの総合的な満足度 

現在の住まいについて、「まあ満足」とのする回答が最も多く約６割を占める。 

「満足」とする回答が約15％あり、「まあ満足」と合わせて８割近くが住まいに対

して肯定的な回答をしている。 

一方で、「多少不満」とする回答が約22％あるが、「非常に不満」については３％

にとどまる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２‐④ 現在の住まいの総合的な満足度（項目別） 

満足度を尋ねた18項目のうち、16項目について「満足」・「まあ満足」とする回答が

５割を大きく超え、総じて満足度が高い回答が得られている。 

現在の住まいの住環境について、「居間など主たる居住室の採光」・「外部からのプ

ライバシーの確保」・「住宅の広さや間取り」・「水害時の住宅の安全性」について、

満足度が高く、「満足」・「まあ満足」とする回答が約７割に及ぶ。 

一方で、「冷暖房の費用負担などの省エネルギー対応」・「高齢者等への配慮（段差

がないなど）」での満足度は低く、「多少不満」・「非常に不満」とする回答が約５割

に及ぶ。 

 

 

満足 まあ満足 多少不満 非常に不満

94 374 133 17
15.2% 60.5% 21.5% 2.8%

15.2%

60.5%

21.5%

2.8%

満足

まあ満足

多少不満

非常に不満
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＜項目ごとの満足度＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

満足
まあ
満足

多少
不満

非常に不
満

（1）住宅の広さや間取り 206 486 253 49
（2）収納の多さ、使い易さ 154 393 359 82
（3）台所・ﾄｲﾚ・浴室等の使いやすさ、広さ 182 479 269 70
（4）地震時の住宅の安全性 96 446 331 114
（5）台風時の住宅の安全性 117 510 293 69
（6）水害時の住宅の安全性 169 512 243 55
（7）火災時の非難の安全性 70 454 367 94
（8）住宅の防犯性 86 508 334 63
（9）住宅のいたみの少なさ 120 475 295 99
（10）住宅の維持や管理のしやすさ 111 551 252 61
（11）住宅の断熱性や気密性 128 469 294 90
（12）冷暖房の費用負担などの省ｴﾈﾙｷﾞｰ対応 60 398 394 119
（13）高齢者等への配慮（段差がないなど） 84 390 380 126
（14）換気性能（臭気や煙などの残留感がない） 132 514 268 70
（15）居間など主たる居住室の採光 218 528 202 45
（16）外部からの騒音などに対する遮音性 125 455 299 115
（17）上下階や隣戸からの騒音などに対する遮音性 124 471 297 97
（18）外部からのﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰの確保 146 571 214 58

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（1）住宅の広さや間取り

（2）収納の多さ、使い易さ

（3）台所・ﾄｲﾚ・浴室等の使いやすさ、広さ

（4）地震時の住宅の安全性

（5）台風時の住宅の安全性

（6）水害時の住宅の安全性

（7）火災時の非難の安全性

（8）住宅の防犯性

（9）住宅のいたみの少なさ

（10）住宅の維持や管理のしやすさ

（11）住宅の断熱性や気密性

（12）冷暖房の費用負担などの省ｴﾈﾙｷﾞｰ対応

（13）高齢者等への配慮（段差がないなど）

（14）換気性能（臭気や煙などの残留感がない）

（15）居間など主たる居住室の採光

（16）外部からの騒音などに対する遮音性

（17）上下階や隣戸からの騒音などに対する遮音性

（18）外部からのﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰの確保

満足 まあ

満足

多少

不満

非常に不満
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３‐① 今後の住み替えやリフォームの意向 

今後の住まいについて、「さしあたり考えていない」約 44％、「住み替えもリフ

ォームもしない」12％であり、これらの回答を除くと、約４割の回答者が今後の住ま

いの住み替えやリフォームについて、何らかの意向を持っていることになる。 

これら意向のある回答について見ると、「家を借りる」約14％、「家を購入する」

約13％の順に回答が多く、次いで「リフォームを行う」が11％となっている。 

住宅の取得に係る意向は「家を注文し新築する」・「家を購入する」が該当するが、

「家を注文し新築する」は約２％にとどまり、「家を購入する」意向が強い結果とな

っている。 

既に取得している住宅の建て替え・改修意向は「家を建て替える」・「リフォームを

行う」が該当するが、「住宅を建て替える」は約３％にとどまり、「リフォームを行

う」とする意向が強い結果となっている。 

 

＜購入意向について（「２  家を購入する」回答者）＞ 

「家を購入する」とする回答者について、購入する住まいの建て方として、４割近

くが「まだ決めてない」とする一方で、「一戸建て」・「共同住宅（マンション）」

を希望する回答が約63％となっている。 

上記について、それぞれ「一戸建て」約38％、「共同住宅マンション」約25％で

あり、若干「一戸建て」の意向が強い結果となった。 

購入する住宅の新築・中古の別を見ると、「新築住宅」・「中古住宅」の別を答え

た回答者は約５割あり、それぞれ「新築住宅」が約34％、「中古住宅」が約17％と

なり、「新築住宅」の購入意向が強い結果となった。 

 

＜賃貸意向について（「３  家を借りる」回答者）＞ 

「家を借りる」とする回答者について、借りる住宅の種類として、約３割が「まだ

決めてない」とする一方で、「民営の賃貸住宅」・「市（都）営住宅」を希望する回

答が約６割となっている。 

上記について、それぞれ「市（都）営住宅」約31％、「民営の賃貸住宅」約28％

であり、若干「市（都）営住宅」の意向が強い結果となった。 
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＜今後の住まいの意向＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1　一戸建て住宅 50 38.5%
2　共同住宅（ﾏﾝｼｮﾝ等） 32 24.6%
3　長屋建て住宅 1 0.8%
4　まだ決めてない 47 36.2%

1　新築住宅 38 33.6%
2　中古住宅 19 16.8%
3　まだ決めてない 52 46.0%
4　その他 4 3.5%

1　民営の賃貸住宅 39 28.3%
2　市（都）営住宅 43 31.2%
3　公的住宅　　（2を除く） 2 1.4%
4　社宅・寮 3 2.2%
5　UR・公社などの賃貸住宅 2 1.4%
6　まだ決めていない 44 31.9%
7　その他 5 3.6%

1　家を注文し新築する 15 1.6%
2　家を購入する　　　 130 13.5%
3　家を借りる 138 14.4%
4　家を建替える 31 3.2%
5　家を譲り受けるまたは同居する 6 0.6%
6　ﾘﾌｫｰﾑを行う 107 11.1%
7　さしあたり土地だけを購入 0 0.0%
8　敷地（借地）を買い取る 2 0.2%
9　住み替えもﾘﾌｫｰﾑもしない 111 11.6%
10　さしあたり考えていない 420 43.8%

1.6%

13.5%

14.4%

3.2%

0.6%
11.1%

0.0%

0.2%

11.6%

43.8%

1 家を注文し新築する

2 家を購入する

3 家を借りる

4 家を建替える

5 家を譲り受けるまたは同居する

6 ﾘﾌｫｰﾑを行う

7 さしあたり土地だけを購入

8 敷地（借地）を買い取る

9 住み替えもﾘﾌｫｰﾑもしない

10 さしあたり考えていない

38.5%

24.6%
0.8%

36.2% 1 一戸建て住宅

2 共同住宅（ﾏﾝｼｮﾝ等）

3 長屋建て住宅

4 まだ決めてない

建て方 

33.6%

16.8%

46.0%

3.5%

1 新築住宅

2 中古住宅

3 まだ決めてない

4 その他

新築・中古の別 

28.3%

31.2%

1.4%

2.2%

1.4%

31.9%

3.6%
1 民営の賃貸住宅

2 市（都）営住宅

3 公的住宅 （2を除く）

4 社宅・寮

5 UR・公社などの賃貸住宅

6 まだ決めていない

7 その他
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＜年齢別にみる住み替え意向（３‐①の年齢別集計）＞ 

住み替え意向を年齢別に見ると、「家を購入する」とする回答は、「30代」・「40

代」で多く、年齢が高くなるにつれて、その回答数は少なくなる傾向にあるが、「60

代」で回答が増え、「40代」と同等程度の回答が得られている。 

「60代」は、「家を借りる」・「家を建て替える」・「リフォームを行う」につい

ての回答が他の年齢層に比べ多く、老後を迎え住み替えの意向が強い年齢層となっ

ている。 

「50代」が、「家を購入する」や「家を借りる」とする回答は他の年齢層に比べ少

ない一方で、「リフォームを行う」とする回答は、全年齢層の中で最も多くなってお

り、子育てを終え、老後に備えるといった高齢期のライフステージに備えた意向で

あるものと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代以 合計

1　家を注文し新築する 2 5 2 1 2 2 1 15
2　家を購入する　　　 7 30 27 15 22 15 12 128
3　家を借りる 9 17 19 24 33 22 13 137
4　家を建替える 0 1 8 4 12 3 2 30
5　家を譲り受けるまたは同居する 0 0 2 2 0 1 1 6
6　リフォームを行う 0 8 17 30 27 22 3 107
7　さしあたり土地だけを購入 0 0 0 0 0 0 0 0
8　敷地（借地）を買い取る 0 0 0 2 0 0 0 2
9　住み替えもﾘﾌｫｰﾑもしない 5 9 17 12 25 28 16 112
10　さしあたり考えていない 10 57 92 73 92 62 32 418

合計 33 127 184 163 213 155 80 955

0 50 100 150 200 250

20代

30代

40代

50代

60代

70代

80代以上

1 家を注文し新築する

2 家を購入する

3 家を借りる

4 家を建替える

5 家を譲り受けるまたは同居する

6 リフォームを行う

7 さしあたり土地だけを購入

8 敷地（借地）を買い取る

9 住み替えもﾘﾌｫｰﾑもしない

10 さしあたり考えていない
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３‐②（イ）住み替えの時期 

家の新築や購入、賃貸の住み替え意向のある回答者（３‐①の番号１～５）につい

て、住み替え時期を尋ねると、「子の誕生や成長に備える」・「高齢期にも住みやすい

住宅や環境にする」を住み替えの機会とする回答が最も多く、それぞれ約12.4％に及

ぶ。 

次いで、「結婚などによる世帯の分離や独立」が約8.6％の回答が得られ、ライフ

ステージの変化が住み替えの機会となっていることがうかがえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.6%

12.4%

5.9%

6.9%

3.1%

4.1%

6.6%

1.7%

7.6%

5.5%

6.9%

12.4%

0.7%

1.0%

6.6%

5.2%

4.8%

0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0%

1 結婚などによる世帯の分離や独立

2 子の誕生や成長に備える

3 就職、転職、転勤など

4 親または子との同居・隣居・近居

5 家を相続

6 安全性の高い住宅にする

7 快適・便利な住宅にする

8 省エネルギーに対応

9 ローン、家賃などの負担を軽減

10 安全性の高い居住環境にする

11 快適・便利な居住環境にする

12 高齢期にも住みやすい住宅や環境にする

13 資産を形成する（不動産所有）

14 維持管理を容易にする

15 良い住宅にしたい

16 契約期限切れ

17 その他

（％）

1　結婚などによる世帯の分離や独立 25 8.6%
2　子の誕生や成長に備える 36 12.4%
3　就職、転職、転勤など 17 5.9%
4　親または子との同居・隣居・近居 20 6.9%
5　家を相続 9 3.1%
6　安全性の高い住宅にする 12 4.1%
7　快適・便利な住宅にする 19 6.6%
8　省エネルギーに対応 5 1.7%
9　ローン、家賃などの負担を軽減 22 7.6%
10　安全性の高い居住環境にする 16 5.5%
11　快適・便利な居住環境にする 20 6.9%
12　高齢期にも住みやすい住宅や環境にする 36 12.4%
13　資産を形成する（不動産所有） 2 0.7%
14　維持管理を容易にする 3 1.0%
15　良い住宅にしたい 19 6.6%
16　契約期限切れ 15 5.2%
17　その他 14 4.8%
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３‐② （ロ）住み替え先 

家の新築や購入、賃貸の住み替え意向のある回答者（３‐①の番号１～５）につ

いて、住み替え先を尋ねると、「府中市内」が約33％、「現住所のまま建て替える」

や「現住所の近く」とする回答がそれぞれ約13％となっている。 

これらの回答は合わせて約 59％であり、本市に定住の意向が約６割あるものと

考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1　現住所のまま建替える 37 13.2%
2　現住所の近く 36 12.8%
3　府中市内 93 33.1%
4　隣接する市 5 1.8%
5　京王線・武蔵野線・南武線の沿線 18 6.4%
6　都内 14 5.0%
7　都外 15 5.3%
8　まだ決めていない 55 19.6%
9　その他 8 2.8%

13.2%

12.8%

33.1%

1.8%

6.4%

5.0%

5.3%

19.6%

2.8% 1 現住所のまま建替える

2 現住所の近く

3 府中市内

4 隣接する市

5 京王線・武蔵野線・南武線の沿線

6 都内

7 都外

8 まだ決めていない

9 その他
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３‐② （ハ）住み替えの時に重視する点 

家の新築や購入又は賃貸の住み替え意向のある回答者（３‐①の番号１～５）に

ついて、住み替え時に重視する事項を尋ねると、「年を取っても安心して住み続け

られること」が約17％と最も多い。 

次いで、「手ごろな価格で適切な住宅があること」が約14％であるほか、「日常

の買い物に便利」が約 12％、「通勤・通学に便利なこと」が約 10％と、比較的回

答が多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.8%

3.4%

3.1%

17.1%

10.3%

11.9%

9.0%

0.4%

0.8%

4.9%

5.7%

6.1%

2.4%

2.8%

4.7%

2.3%

1.1%

0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0% 18.0%

1 手ごろな価格で適切な住宅がある

2 新築住宅

3 水周りや住宅設備が整っている

4 年を取っても安心して住み続けられる
住宅であること

5 通勤・通学に便利

6 日常の買い物に便利

7 病院などの医療機関に近い

8 文化施設等に近い

9 教育環境がよい

10 子育てしやすい

11 自然環境がよい

12 公共交通機関が充実

13 街並みが美しい

14 よく知っている場所

15 親や親戚、子ども世界が近い

16 街のｲﾒｰｼﾞがよい

17 その他

（％）

4 年を取っても安心して住み続けられる
住宅であること

1　手ごろな価格で適切な住宅がある 102 13.8%
2　新築住宅 25 3.4%
3　水周りや住宅設備が整っている 23 3.1%
4　年を取っても安心して住み続けられる
    住宅であること 126 17.1%

5　通勤・通学に便利 76 10.3%
6　日常の買い物に便利 88 11.9%
7　病院などの医療機関に近い 66 9.0%
8　文化施設等に近い 3 0.4%
9　教育環境がよい 6 0.8%
10　子育てしやすい 36 4.9%
11　自然環境がよい 42 5.7%
12　公共交通機関が充実 45 6.1%
13　街並みが美しい 18 2.4%
14　よく知っている場所 21 2.8%
15　親や親戚、子ども世界が近い 35 4.7%
16　街のｲﾒｰｼﾞがよい 17 2.3%
17　その他 8 1.1%
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３‐③ （イ）リフォームの内容 

リフォーム意向のある回答者（３‐①の番号６）について、希望するリフォームの

箇所を尋ねると、「トイレ・台所・浴室等の設備の改善を行う」・「内装の模様替えや

改修をする（壁紙・天井・床の張り替え・家具の交換など）」がそれぞれ約19％と多

い。 

次いで、「高齢者等に配慮し、段差をなくす、手すりを付けるなどする」・「屋根の

ふき替え、屋根・外壁の塗り替えを行う」が約 14％と比較的回答が多いほか、「増

築・間取りの変更、収納スペースの改善・増加を行う」が約11％の回答がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2%

13.9%

19.2%

6.5%

5.0%

1.8%

7.1%

18.9%

13.9%

2.4%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

1 増築・間取りの変更等

2 高齢者等に配慮

3 ﾄｲﾚ・台所・浴室等

4 冷暖房給湯・電気その他

5 断熱

6 防音、遮音

7 基礎・構造の補強

8 内装の模様替え

9 屋根のふき替え

10 その他

（％）

1　増築・間取りの変更等 38 11.2%
2　高齢者等に配慮 47 13.9%
3　ﾄｲﾚ・台所・浴室等 65 19.2%
4　冷暖房給湯・電気その他 22 6.5%
5　断熱 17 5.0%
6　防音、遮音 6 1.8%
7　基礎・構造の補強 24 7.1%
8　内装の模様替え 64 18.9%
9　屋根のふき替え 47 13.9%
10　その他 8 2.4%
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＜リフォーム意向（③‐① 「リフォームを行う」回答者の住まいの建築年別集計）＞ 

リフォーム意向のある回答者の住宅の建築年別の構成は、全ての回答者の住宅の

建築年別の構成とおおむね符合している状況にある。 

その中でも、「昭和 46～55年」の回答者の割合が高くなっており、他の建築年代

に比べ、リフォーム意向が強いものと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□回答者の住まいの建築年【再掲】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1　昭和34年
　　　　　　以前

2　昭和35
　　　　　～45年

3　昭和46
　　　　　～55年

4　昭和56
　　　　　～平成2年

5　平成3
　　　　　～12年

6　平成13年
　　　　　　以降

7　わからない

2 10 20 15 35 24 1
1.9% 9.3% 18.7% 14.0% 32.7% 22.4% 0.9%

1.9%

9.3%

18.7%

14.0%32.7%

22.4%

0.9% 1 昭和34年以前

2 昭和35～45年

3 昭和46～55年

4 昭和56～平成2年

5 平成3～12年

6 平成13年以降

7 わからない

2.1%

8.3%

14.4%

13.4%

26.5%

27.7%

7.6%
1 昭和34年以前

2 昭和35～45年

3 昭和46～55年

4 昭和56～平成2年

5 平成3～12年

6 平成13年以降

7 わからない
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＜リフォームの内容（３‐③ （イ）リフォームの内容の建築年別集計）＞ 

建築年が「昭和 46～55年」において、「高齢者等に配慮し、段差をなくす、手す

りを付けるなどする」とする回答が最も多く、次いで「トイレ・台所・浴室等の設備

の改善を行う」となっている。「高齢者等に配慮し、段差をなくす、手すりを付ける

などする」については、他の建築年代を通して最も回答が多い。 

「高齢者等に配慮し、段差をなくす、手すりを付けるなどする」については、「昭

和46～55年」に次いで「平成３～12年」において回答が多い。 

また、「増築・間取りの変更、収納スペースの改善・増加を行う」とする意向は、

建築年の浅い住宅で強い傾向にある。 
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2

3

7

8

14

2

2

7
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6
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7
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8

21

12
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0

0

6

1

9

6

0

2

1

3

3

3

4

0

1

0

2

0

1

1

1

3

4

8

5

2

1

1

0

5

16

5

20

14

3

2

5

6

5

17

11

1

0

0

1

2

1

4

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1 昭和34年以前

2 昭和35～45年

3 昭和46～55年

4 昭和56～平成2年

5 平成3～12年

6 平成13年以降

7 わからない

1 増築・間取りの変更等
2 高齢者等に配慮
3 ﾄｲﾚ・台所・浴室等
4 冷暖房給湯・電気その他
5 断熱
6 防音、遮音
7 基礎・構造の補強
8 内装の模様替え
9 屋根のふき替え
10 その他

1　昭和34年
　　　　　以前

2　昭和35
　　　　～45年

3　昭和46
　　　　～55年

4　昭和56
　　～平成2年

5　平成3
　　　～12年

6　平成13年
　　　　　以降

7　わからない 合計

1　増築・間取りの
　　　　　　　　変更等

2 2 3 7 8 14 2 38

2　高齢者等に配慮 2 7 11 6 10 7 2 45

3　ﾄｲﾚ・台所
　　　　　　　・浴室等

2 7 12 8 21 12 1 63

4　冷暖房給湯・
　　　　　電気その他

0 0 6 1 9 6 0 22

5　断熱 2 1 3 3 3 4 0 16

6　防音、遮音 1 0 2 0 1 1 1 6

7　基礎・構造の補強 3 4 8 5 2 1 1 24

8　内装の模様替え 0 5 16 5 20 14 3 63

9　屋根のふき替え 2 5 6 5 17 11 1 47

10　その他 0 0 1 2 1 4 0 8

合計 14 31 68 42 92 74 11 332



92 

 

３‐③ （ロ）リフォームする際に相談する先 

リフォーム意向のある回答者（３‐①の番号６）について、リフォームの際の相談

先を尋ねると、「リフォーム専門業者」・「工務店」とする回答が約８割を占める。 

「市役所」を相談先とする回答は、８％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３‐④ 今後、市が重点的に取り組むべき住生活施策 

今後、本市が重点的に取り組む住生活施策として、「災害に強い住宅・住環境の整

備」・「高齢者や障害者等が暮らしやすい住宅の整備」が約15％と、顕著に回答が多く、

東日本大震災以降の防災意識の高まり、高齢化の進行などの世相を反映した結果と

いえる。 

次いで、「自然や緑を活かした住まいや住環境の整備」が約10％と、本市の良好な

住環境の維持や活用に係る施策への意向も強いと考えられる。 

「住宅の耐震診断や耐震改修への支援」が約８％と続き、個別的な施策でも、防災

意識の高さが反映された形となっている。 

「多様な需要に対応した公的賃貸住宅の整備」は、約３％であり、「良質で多様な

民間賃貸住宅の供給誘導」の約２％を上回る結果となっている。 

 

1　市役所 15 8.1%
2　ﾘﾌｫｰﾑ専門業 86 46.5%
3　工務店 69 37.3%
4　ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ 3 1.6%
5　その他 12 6.5%

8.1%

46.5%

37.3%

1.6%
6.5%

1 市役所

2 ﾘﾌｫｰﾑ専門業者

3 工務店

4 ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ

5 その他
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1　高齢者や障害者等が暮らしやすい 401 15.3%
2　子育て世帯 170 6.5%
3　環境に優しい 149 5.7%
4　災害に強い 408 15.6%
5　犯罪に強い 196 7.5%
6　住環境の整備 260 9.9%
7　街並み景観 116 4.4%
8　住宅の耐震診断 212 8.1%
9　建替えや改修支援 134 5.1%
10　分譲ﾏﾝｼｮﾝの維持・管理 75 2.9%
11　民間賃貸住宅の供給誘導 52 2.0%
12　公的賃貸住宅の整備 86 3.3%
13　情報の的確な提供 45 1.7%
14　地域のつながり 135 5.1%
15　親元近居 21 0.8%
16　空き家の有効活用 92 3.5%
17　住宅相談 71 2.7%

15.3%

6.5%

5.7%

15.6%

7.5%

9.9%

4.4%

8.1%

5.1%

2.9%

2.0%

3.3%

1.7%

5.1%

0.8%

3.5%

2.7%

0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0% 18.0%

1 高齢者や障害者等が暮らしやすい

2 子育て世帯

3 環境に優しい

4 災害に強い

5 犯罪に強い

6 住環境の整備

7 街並み景観

8 住宅の耐震診断

9 建替えや改修支援

10 分譲ﾏﾝｼｮﾝの維持・管理

11 民間賃貸住宅の供給誘導

12 公的賃貸住宅の整備

13 情報の的確な提供

14 地域のつながり

15 親元近居

16 空き家の有効活用

17 住宅相談
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（３）地域別集計結果 

① 住環境の総合的な満足度 

おおむねの地域で「満足」・「まあ満足」が約８割ある中で、四谷、是政地域での満

足度は低く、「多少不満」・「非常に不満」が３割を超える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

9

8

6

13

2

10

7

10

9

9

119

72

51

25

21

45

23

33

19

39

28

44

4

404

18

16

6

5

14

6

7

16

14

17

13

2

134

0

0

2

1

1

0

2

2

1

2

0

0

11

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1 中央

2 白糸台

3 西府

4 武蔵台

5 新町

6 押立

7 紅葉丘

8 四谷

9 住吉

10 是政

11 片町

無記入

合計

満足

まあ満足

多少不満

非常に不満

満足 まあ満足 多少不満 非常に不満 無回答 総計
1　中央 36 72 18 0 55 181
2　白糸台 9 51 16 0 34 110
3　西府 8 25 6 2 22 63
4　武蔵台 6 21 5 1 18 51
5　新町 13 45 14 1 34 107
6　押立 2 23 6 0 17 48
7　紅葉丘 10 33 7 2 37 89
8　四谷 7 19 16 2 14 58
9　住吉 10 39 14 1 45 109
10　是政 9 28 17 2 25 81
11　片町 9 44 13 0 35 101
無記入 4 2 0 7 13

合計 119 404 134 11 343 1011
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② 住まいの総合的な満足度 

全ての地域で「満足」・「まあ満足」が７～８割程度あり、総じて満足度は高い状況

にあり、特に西府・紅葉丘・四谷・押立地域で高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

5

4

7

13

9

5

8

8

6

1

93

63

50

29

15

35

23

33

29

31

24

40

2

374

24

13

4

7

17

6

10

7

13

13

17

2

133

4

2

2

1

1

0

0

1

3

2

1

0

17

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1 中央

2 白糸台

3 西府

4 武蔵台

5 新町

6 押立

7 紅葉丘

8 四谷

9 住吉

10 是政

11 片町

無記入

合計

満足

まあ満足

多少不満

非常に不満

満足 まあ満足 多少不満 非常に不満 無回答 総計
1　中央 27 63 24 4 63 181
2　白糸台 5 50 13 2 40 110
3　西府 4 29 4 2 24 63
4　武蔵台 7 15 7 1 21 51
5　新町 13 35 17 1 41 107
6　押立 23 6 0 19 48
7　紅葉丘 9 33 10 0 37 89
8　四谷 5 29 7 1 16 58
9　住吉 8 31 13 3 54 109
10　是政 8 24 13 2 34 81
11　片町 6 40 17 1 37 101
無記入 1 2 2 0 8 13
合計 93 374 133 17 394 1011
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（４）第２次計画調査時との比較 

第２次計画策定に当たって実施した市民意識調査のうち、当調査と同様の趣旨の設

問を取り上げ、その結果を比較する。 

 

（結果） 

総合満足度は、若干、第２次時点よりも低いものの、おおむね同等の結果が得られて

いる。 

個別設問については、「1-2-17子育て支援サービスの状況」・「1-2-3火災延焼に対す

る安全」で満足度の低下が見られる。 

一方で、「1-2-13まちなみ、景観」・「1-2-12敷地の広さや日当たり、風通しなど空

間のゆとり」・「1-2-11緑・水辺など自然とのふれあい」では、満足度の改善が見られ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 満足指数の算定方法 

○第２次の意識調査と同様の方法にて算出 

○【満足】1.0・【まあ満足】0.5・【多少不満】-0.5・【非常に不満】-1.0として相加平均を算出し、満足

指数としている。 

○最大値1.0（満足度最大）・最小値-1.0（満足度最小）であり、中立の場合は０に近づく。 

-0.01

0.32

0.13

-0.01

0.05

0.27

0.40

0.32

0.27

0.26

0.22

0.28

0.16

0.41

0.27

-0.02

-0.04

0.35

0.39

0.31

0.19

0.30

0.19

0.24

-0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45

1-2-7騒音、大気汚染などの少なさ

1-2-11緑・水辺など自然とのふれあい

1-2-12敷地の広さや日当たり、風通しなど空間のゆとり

1-2-5まわりの道路の歩行時の安全

1-2-3火災延焼に対する安全

1-2-10子どもの遊び場・公園など

1-2-8通勤・通学などの利便

1-2-9日常の買い物、医療・福祉施設・文化施設などの利便

1-2-17子育て支援ｻｰﾋﾞｽの状況

1-2-13まちなみ、景観

1-2-15近隣の人たちやコミュニティとの関わり

1-1まわりの住環境の総合的な満足度

平成24年 平成14年



97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成14年設問
ポイント ポイント

1-2-7 騒音、大気汚染などの少なさ
0.16 -0.01騒音・振動

1-2-11緑・水辺など自然とのふれあい
0.41 0.32生垣、街路樹等の緑

1-2-12敷地の広さや日当たり、風通し
など空間のゆとり 0.27 0.13建物の建て込み

1-2-5 まわりの道路の歩行時の安全
-0.02 -0.01周囲の道路の安全性

1-2-3 火災延焼に対する安全
-0.04 0.05火災時の安全性

1-2-10子どもの遊び場・公園など
0.35 0.27公園・遊び場

1-2-8 通勤・通学などの利便
0.39 0.40通勤・通学の利便性

1-2-9 日常の買い物、医療・福祉施設・
文化施設などの利便 0.31 0.32日常の買い物の利便性

1-2-17子育て支援ｻｰﾋﾞｽの状況
0.19 0.27子育てのしやすさ

1-2-13まちなみ、景観
0.30 0.26まちなみや景観

1-2-15近隣の人たちやコミュニティ
との関わり 0.19 0.22近隣とのつきあい

1-1 まわりの住環境の総合的な満足度
0.24 0.28総合評価

平成24年設問
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５ 府中市分譲マンション実態調査（一部抜粋） 

 

（１）調査の概要 

① 調査の背景と目的 

分譲マンションは、今や都市部の重要な居住形態として定着しており、市内において

も増加の一途をたどっている。 

その一方で、一つの建物に多数の区分所有者が居住する分譲マンションは、建物・設

備の維持・管理や住まい方のルール、管理組合の活動に関して多くの課題が指摘されて

いる。また、築年数の経過に伴い、安全面での問題や建て替えの困難さ等の課題も挙げ

られる。 

このような状況のなかで、国においては、マンションの管理の適正化の推進に関する

法律やマンション建替えの円滑化等に関する法律の制定、区分所有法の一部改正等、法

整備を進めてきた。 

こうしたことから、分譲マンションの現況と管理の状況を把握し、その特性の分析・

整理を行い、今後の分譲マンション対策を検討するための基礎的な資料とすることを目

的とし、本調査を実施した。 

 

 

② 調査の設計 

 

項目 分譲マンションの実態調査 

調査地域 府中市全域 

調査対象者 市内分譲マンション管理組合代表者286名 

調査方法 調査員が訪問配布、郵送回収 

抽出方法 市資産税課資料より複数の者で区分所有された建物を抽出 

し、現地踏査などを踏まえ408の分譲マンションを抽出 

調査期間   配布 

       回収 

平成22年２月12日～平成22年２月28日 

平成22年３月 

回収状況   配布数 

       回収数 

       回収率 

            408票 

             90票 

            22.0％ 
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（２）調査結果の分析 

 

① 建物特性 

 

ア しゅん工年 

「1996～2000年」が23.3％、「1981～85年」が17.8％で、２つのピークがある。 

2000年以降のしゅん工が32.2％を占め、築10年未満の新しいマンションが多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 階数 

「６～10階」が57.8％、「11階以上」は15.6%。 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1(1.1%)

2(2.2%)

5(5.6%)

16(17.8%)

1(1.1%)

12(13.3%)

21(23.3%)

16(17.8%)

13(14.4%)

3

0 5 10 15 20 25

～1970

1971～75

1976～80

1981～85

1986～90

1991～95

1996～2000

2000～05

2006～

無回答

(Ｎ＝90）

0（0.0％）

24（26.7％）

52（57.8％）

14（15.6％）

0 10 20 30 40 50 60

2階以下

3～5階

6～10階

11階以上

(Ｎ＝90）
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ウ 棟数 

「１棟」が86.7％を占めている。２棟以上は12.1％で団地型は少ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 戸数 

「21～30戸」が24.4％を占めており、次いで「41～50戸」が20.0％と多く、中規模

のマンションが多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ 住宅以外の区画 

「ある」と回答があったのは16件で17.8%である。店舗等が複合したマンションは

少数派である。 

 

  

78（86.7％）

3（3.3％）

4（4.4％）

1（1.1％）

3（3.3％）

0 20 40 60 80 100

１棟

２棟

３棟

４棟

５棟以上

(Ｎ＝90）

2（2.2％）

8（8.9％）

22（24.4％）

14（15.6％）

18（20.0％）

14（15.6％）

11（12.2％）

0 5 10 15 20 25

１０戸以下

１１～２０戸

２１～３０戸

３１～４０戸

４１～５０戸

５１～１００戸

１０１戸以上

(Ｎ＝90）

23（25.6％）
9（10.0％）

3（3.3％）

0（0.0％）

1（1.1％）

3（3.3％）

51（55.6％）

0 10 20 30 40 50 60

無い

ある(1戸)

ある(2戸)

ある(3戸)

ある(4戸)

ある(5戸以上)

無記入

(Ｎ＝90）
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カ 構造 

「鉄筋コンクリート造」が66.7%で最も多く、次いで、「鉄骨鉄筋コンクリート造」

が26.7%とっている。「鉄骨造」が2.2％である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キ 土地の権利関係 

「所有権」が97.8％で、「借地」・「定期借地」はいずれも０件である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ク 敷地面積 

「500～1,000㎡」が24.4％で最も多く、次いで「2,500㎡以上」が多い。「500～1,500

㎡」で半数近くを占めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2（2.2％）

60（66.7％）

24（26.7％）

0（0.0％）

0（0.0％）

4（4.4％）

0 10 20 30 40 50 60 70

鉄骨造

鉄筋コンクリート造

鉄骨鉄筋コンクリート造

木造

その他

無記入

(Ｎ＝90）

88（97.8％）

0（0.0％）

0（0.0％）

0（0.0％）

2（2.20％）

0 20 40 60 80 100

所有権

借地権

定期借地権

その他

無記入

(Ｎ＝90）

8（8.9％）

22（24.4％）

19（21.1％）

7（7.8％）

3（3.3％）

20（22.2％）

0 5 10 15 20 25

500㎡未満

500～1,000㎡未満

1,000～1,500㎡未満

1,500～2,000㎡未満

2,000～2,500㎡未満

2,500㎡以上

(Ｎ＝90）
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ケ 延べ床面積 

「5,000㎡以上」が26.7％と最も多く、次いで「1,000～2,000㎡」が25.6％と多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コ 住戸面積 

「70㎡以上」が37.1％、「60～70㎡」が28.6％を占め、ファミリー向けの住戸が多

い。 

「40㎡未満」が5.2％ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5（5.6％）

9（10.0％）

23（25.6％）

8（8.9％）

10（11.1％）

24（26.7％）

0 5 10 15 20 25 30

1,000㎡未満

1,000～2,000㎡未満

2,000～3,000㎡未満

3,000～4,000㎡未満

4,000～5,000㎡未満

5,000㎡以上

(Ｎ＝90）

408(5.2%)

763(9.6%)

1552(19.6%)

2263(28.6%)

2936(37.1%)

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

40㎡未満

40～50㎡未満

50～60㎡未満

60～70㎡未満

70㎡以上

無記入

(Ｎ＝90）
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② 住戸の利用状況 

ア 空き家の有無 

23.3％のマンションが空き家があると回答している。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 空き家ありと回答のあった27件のみの回答 

 

イ 法人所有の住戸の有無 

「法人が所有」している住戸は104戸、1.3%を占めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 高齢化の状況 

「世帯主の年齢が65歳以上」の割合は「10～20％未満」が14.4％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

（４）マンションの敷地内に設けられている付帯施設 

ある

21
(23.3%)

ない

51
(56.7%)

無記入

18
(20.0%)

(Ｎ＝90）

9(42.9%)

5(23.8%)

2(9.52%)

0(0.0%)

5(23.8%)

0 2 4 6 8 10

1戸

2戸

3戸

4戸

5戸以上

(Ｎ＝21）

104(1.3%)

5053(63.8%)

2763(34.9%)

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

法人が所有

個人が所有

無記入

(Ｎ＝90）

39（43.3％）

11（12.2％）

13（14.4％）

5（5.6％）

6（6.7％）

16（17.8％）

0 10 20 30 40 50

なし

10%未満

10～20%未満

20～30%未満

30%以上

無記入

(Ｎ＝90）
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ア 付帯施設の種類 

設置率が高い施設として、「ごみ集積所」が96.7％、「管理人室」が93.3％、「駐

車場」が90.0％となっている。 

設置率が低い施設として、「フロントサービス」が10.0%、「子どもの遊び場」が14.4%、

「防災用備蓄倉庫」が21.1%である。 

゛ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イ 駐車場台数 

駐車場の台数は、「11～20台」が20.0％と最も多く、「１～５台」・「６～10台」がそ

れぞれ12.2％となっている。 

 

84(93.3%)

24(26.7%)
81(90.0%)

77(85.6%)

60(66.7%)
46(51.1%)

44(48.9%)
70(77.8%)

56(62.2%)

9(10.0%)

13(14.4%)

87(96.7%)

48(53.3%)

19(21.1%)

6(6.7%)

0 20 40 60 80 100

管理人室

集会室・集会所

駐輪場

エレベータ

オートロック

セキュリティシステム

BSアンテナ

CATV
宅配ボックス

フロントサービス

子どもの遊び場・広場

ごみ集積所

資源ごみ分別集積所

防災用備蓄倉庫

その他

(Ｎ＝90）

0(0.0%)

11(12.2%)

11(12.2%)

18(20.0%)

7(7.8%)

2(2.2%)

3(3.3%)

15(16.7)

23(25.6%)

0 5 10 15 20 25

0台

1～5台

6～10台

11～20台

21～30台

31～40台

41～50台

51台以上

無記入

(Ｎ＝90）
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駐車場の月額使用料は、「１～２万円」が52.2％で最も多く、次いで「２万円以上」

が11.1%となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 防災備蓄倉庫の備蓄物 

防災備蓄倉庫がある19件について備品の内容は、「日用医療品」が57.9%、「食糧や

飲料水」が52.6%となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 地上デジタル放送への対応 

86.7％が「既に行っている」としている。 

 

8(8.9%)

5(5.6%)

47(52.2%)

20(11.1%)

20(22.2%)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

5千円未満

5千円～1万円未満

1～2万円未満

2万円以上

無記入

(Ｎ＝90）

10(52.63%)

11(57.89%)

9(47.3%)

9(47.3%)

0 2 4 6 8 10 12

食料品や飲料水

日用品医薬品の備蓄

簡易トイレ

その他

(Ｎ＝90）

既に行っている

86.7%

今後行う予定

である

8.9%

行う予定が立っ

ていない

1.1%

無記入

3.3%

(Ｎ＝90）

（Ｎ＝90）  
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⑤ 建物の維持管理 

ア 建物の状況 

「外壁、内壁、天井等の仕上げ材の汚れ、はがれ、ひび割れ、浮き」が 26.7%で最も

多く、次いで、「手すり、扉、鉄製階段等のさび、腐食」が22.2％となっている。 

「屋上等屋根の露出防水層のふくれ、ひび割れ、破断」が 12.2％あるが、これは雨

漏りの原因になり、早急に修繕が必要なものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 設備の状況 

配管や設備のトラブル事例は少ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16(17.8%)

24(26.7%)

20(22.2%)

11(12.2%)

14(15.6%)

7(7.8%)

13(14.4%)

6(6.7%)

6(6.7%)

0 5 10 15 20 25 30

外壁、内壁、天井等の下地材（コンクリート等）の

ひび割れ、鉄筋露出欠損、浮き

外壁、内壁、天井等の仕上げ材の汚れ、はが

れ、ひび割れ、浮き

手すり、扉、鉄製階段等のさび、腐食

屋上等屋根の露出防水層のふくれ、ひび割れ、

破断

バルコニー、外部廊下のコンクリート等のひび割

れ、破断、浮き

目地材の割れ、固化

結露

雨漏り、水漏れ

その他

(Ｎ＝90）

1(1.1%)

0(0.0%)

1(1.1%)

2(2.2%)

2(2.2%)

1(1.1%)

0(0.0%)

1(1.1%)

1(1.1%)

4(4.4%)

0 1 2 3 4 5

上水道から赤水が出る

上水道から異臭がする

上水道の水圧が低い

上水道のポンプが時々故障する

下水道の流れがスムーズでない

下水道から悪臭がする

電気の漏電事故があった

電気の通じていない箇所がある

ガス漏れ事故があった

その他

(Ｎ＝90）

外壁、内壁、天井等下地材（コンクリート等）のひび割

れ、鉄筋露出欠損、浮き 

外壁、内壁、天井等の仕上げ材の汚れ、はがれ、ひ

び割れ、浮き 

 

屋上等屋根の露出防水層のふくれ、ひび割れ、破断 

バルコニー、外部廊下のコンクリート等のひび割れ、

破断、浮き 
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⑥ 劣化診断 

「実施した」が41.1％、「実施中」が13.3％となっている。半数が劣化診断を実施し 

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 耐震診断 

「実施した」は4.4%にとどまっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施した

41.1%

実施中

13.3%

実施したことは

ない
34.4%

無記入

11.1%

(Ｎ＝90）

実施した

4.4%

実施中

1.1%

実施したことは

ない
76.7%

無記入

17.8%

(Ｎ＝90）

（Ｎ＝90）  

 

（Ｎ＝90）  

 

実施中 

1.1% 実施中
1.1%
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⑧ 長期修繕計画の有無 

75.6％が「既にある」としている。「現在立案中」が7.8％である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既にある

75.6%

現在、立案中で

ある
7.8%

ない

3.3%

無記入

13.3%

(Ｎ＝90）

（Ｎ＝90）  
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⑨ 修繕工事 

ア 修繕の実施状況 

「鉄部塗装」が63.3％、「屋上防水・取替」が54.4％、「外壁補修・塗装」が50.0％

となっている。 

ょ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 修繕の予定 

「鉄部塗装」が42.2％、「外壁補修・塗装」が40.0％、「屋上防水・取替」が37.8％

となっている。 

「給排水管工事の予定」が28.0%あるが、これは、給排水管工事を実施している割合

である11.1%に比べかなり高い。 

34(37.8%)

38(40.0%)

38(42.2%)

5(5.6%)

26(28.9%)

6(6.7%)

25(27.8%)

23(25.6%)

2(2.2%)

6(6.7%)

0 10 20 30 40

屋上防水・取替

外壁補修・塗装

鉄部塗装

電気配線工事

給排水管工事

ガス管工事

ポンプ補修

エレベータ取替え工事

スロープ設置

手すりの設置

(Ｎ＝90）

43(54.4%)

45(50.0%)

57(63.3%)

4(4.4%)

10(11.1%)

3(3.3%)

31(40.3%)

6(6.7%)

3(3.3%)

10(11.1%)

0 10 20 30 40 50 60

屋上防水・取替

外壁補修・塗装

鉄部塗装

電気配線工事

給排水管工事

ガス管工事

ポンプ補修

エレベータ取替え工事

スロープ設置

手すりの設置

(Ｎ＝90）
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⑩ 管理組合の活動 

  ア 組合の有無 

管理組合が「ある」が88.8％、「ない」が5,6%となっている。 

管理組合があると回答した 78件のうち、「管理組合法人の登記がある」は 10.1%

である。 

管理組合がないと回答した５件のうち、自治会など「管理組合に代わる組織があ

る」としているのは80％、「ない」が20％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 集会管理開催の頻度と出席状況 

集会は「年に１回程度」が35.6%と最も多い。次いで「月に１回」が27.8%となって

いる。 

「１／４～１／２が出席」が30.0%、「１／２～３／４」程度が出席が27.8%となって

いる。半数程度が出席している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ある

88.8%

ない

5.6%

無記入

5.6%

(Ｎ＝90）

法人登記

の有無

有

10.1%

法人登記

の有無

無

78.5%

法人登記

の有無

無記入

11.4%

(Ｎ=79）

管理組合

に代わる

組織 有

80.0%

管理組合

に代わる

組織 無

20.0%

(Ｎ＝5）

月に１回

程度

27.8%

2～3か月
に１回程

度

23.3%半年に１

回程度
4.4%

年に１回

程度

35.6%

ほとんど

開催され

ない

0.0%

開催したこ

とがない
0.0%

無記入

8.9%

(Ｎ＝90）

3/4以上が
出席

20.0%

1/2～3/4
程度が出

席

27.8%
1/4～1/2
程度が出

席

30.0%

1/4未満が
出席

16.7%

ほとんど出

席者がい

ない

1.1%

無記入

4.4%

(Ｎ＝90）

（Ｎ＝90）  

 

（Ｎ＝90）  

 

（Ｎ＝90）  

 

（Ｎ＝79）  

 

（Ｎ＝5）  
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⑪ 管理業務委託 

「全部委託」が73.3%、「一部委託」が10.0%となっている。管理業務を委託せず管理組

合が実施している「自主管理」は5.6%となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑫ 管理規約 

「分譲会社が作成した管理規約」が45.6%で最も多く、次いで、「管理組合で作成した

管理規約」が32.2%となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一部委託

管理
10.0%

全部委託

管理
73.3%

自主管理

5.6%

無記入

11.1%

(Ｎ＝90）

70(93.3%)

68(90.7%)

72(96.0%)

75(100.0%)

13(17.3%)

0(0.0%)

0 10 20 30 40 50 60 70 80

事務管理業務（管理費等の出納、組合の予…

管理員業務（受付、点検、立会い等）

清掃業務（建物共用部分等の清掃業務）

設備管理業務（エレベータ、電気、給排水衛…

その他

無記入

(Ｎ＝90）

1(1.1%)

29(32.2%)

41(45.6%)

15(16.7%)

1(1.1%)

3(3.3%)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

管理規約はない

管理組合で作成した規約がある

分譲会社が作成した規約がある

管理会社が作成した規約がある

その他

無記入

(Ｎ＝90）

（Ｎ＝90）  

 

設備管理業務（エレベーター、電気、給排水衛

生設備等の点検） 

事務管理業務（管理費等の出納、組合の予算

決算、運営業務等） 
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⑬ 管理・修繕積立金 

ア 管理費 

最低額は 10,000～15,000円未満が 30.0%、最高額では 15,000～20,000円未満が

22.2%となっている。月額管理費は１戸当たり15,000円前後である。 

 

（最低額） 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

（最高額） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4(4.4%)

18(20.0%)

27(30.0%)

6(6.7%)

0(0.0%)

0(0.0%)

35(38.9%)

0 5 10 15 20 25 30 35 40

5,000円未満

5,000～10,000円未満

10,000～15,000円未満

15,000～20,000円未満

20,000～25,000円未満

25,000円以上

無記入

(Ｎ＝90）

4(4.4%)

3(3.3%)

15(16.7%)

20(22.2%)

8(8.9%)

3(3.3%)

37(41.1%)

0 10 20 30 40

5,000円未満

5,000～10,000円未満

10,000～15,000円未満

15,000～20,000円未満

20,000～25,000円未満

25,000円以上

無記入

(Ｎ＝90）
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イ 修繕積立金 

最低額では5,000～7,000円未満が21.6%で最も多く、最高額では5,000～7,000円未

満が14.4%で最も多い。１戸当たりの修繕積立金は月額5,000～7,000円程度である。 

修繕積立金残高は5,000万円以上が18.9%で最も多く、次いで2,000～3,000万円が 

14.4%となっている。 

 

（最低額） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（最高額） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（修繕積立金の残高） 

 

 

 

4(4.4%)

14(15.6%)

19(21.6%)

10(11.1%)

4(4.4%)

2(2.2%)

2(2.2%)

35(38.9%)

0 10 20 30 40

2,500円未満

2,500～5,000円未満

5,000～7,500円未満

7,500～10,000円未満

10,000～12,500円未満

12,500～15,000円未満

15,000円以上

無記入

(Ｎ＝90）

3(3.3%)

5(5.6%)

13(14.4%)

12(13.3%)

10(11,1%)

4(4.4%)

9(10.0%)

34(37.8%)

0 10 20 30 40

2,500円未満

2,500～5,000円未満

5,000～7,500円未満

7,500～10,000円未満

10,000～12,500円未満

12,500～15,000円未満

15,000円以上

無記入

(Ｎ＝90）

3(3.3%)

5(5.6%)

8(8.9%)

4(4.4%)

13(14.4%)

10(11.1%)

17(18.9%)

30(33.3%)

0 5 10 15 20 25 30 35

500万円未満

500～1,000万円未満

1,000～1,500万円未満

1,500～2,000万円未満

2,000～3,000万円未満

3,000～5,000万円未満

5,000万円以上

無記入

(Ｎ＝90）
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ウ 管理口座 

管理費の口座名義は、「管理組合理事長」が86.7%となっている。 

修繕積立金の口座名義は、「管理組合理事長」が88.9%となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 建て替え積立 

建て替えのための費用の積立制度は、「考えていない」が 53.3%である。しかしなが

ら、「今後は必要だと考えている」が23.3%、「持っている」が12.2%あり、築後年数の

経過したマンションが増えると、この仕組みを整備するマンションは増えると考えられ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理組合理

事長
86.7%

管理会社

3.3%

その他

5.6%

無記入

4.4%

(Ｎ＝90）

管理組合

理事長
88.9%

管理会社

0.0%

その他

4.4%

無記入

6.7%

(Ｎ＝90）

持っている

12.2%

今はない

が、今後は

必要だと考

えている

23.3%

考えていな

い
53.3%

無記入

11.1%

(Ｎ＝90）

（Ｎ＝90）  

 

（Ｎ＝90）  

 

（Ｎ＝90）  
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⑭ 管理や修繕に関する情報の入手先 

「管理会社」が86.7%で圧倒的である。「インターネット」が21.0%で２番目に多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑮ トラブルや問題点 

「騒音や振動などに関する問題」が21.1%で最も多く、次いで、「駐車場やごみ処理な 

どの苦情」が20.0%、「ペット飼育に関する問題」が17.8%となっている。 

 

 

 

78(86.7%)

5(5.6%)

2(2.2%)

8(8.9%)

7(7.8%)

7(7.8%)

8(8.9%)

19(21.0%)

4(4.4%)

8(8.9%)

6(6.7%)

0 20 40 60 80 100

管理会社

分譲会社

管理アドバイザー

他の管理組合

市や都の相談窓口

ガイドブック、マニュアル

セミナー、講習会

インターネット

特にない

その他

無記入

(Ｎ＝90）

1(1.1%)

1(1.1%)
9(10.0%)

19(21.1%)

1(1.1%)
16(17.8%)

18(20.0%)

3(3.3%)

10(11.1%)

5(5.6%)

13(14.4%)

1(1.1%)

1(1.1%)

4(4.4%)

8(8.9%)

41(45.6%)

0 10 20 30 40 50

管理委託費に関する問題

清掃などの管理業務が適切に行われない

駐車場など共用施設利用に関する問題

騒音や振動などに関する問題

専用部分のリフォームに関する問題

ペット飼育に関する問題

駐車場やごみ処理などの苦情がある

管理費や組合費の金額の問題

管理費や組合費の支払い滞納が多い

組合員同士の意見調整が困難

組合員の管理意識が不足

建物や設備に不具合が多い

管理に必要な情報入手が困難

不特定多数の出入りがあり防犯面が心配

その他

無記入

(Ｎ＝90）
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⑯ 建て替えについて 

ア 建て替えについて話し合ったことがあるかどうか 

「話し合ったことがない」が88.9%、「話し合ったことがある」が6.7%となっている。 

建て替えについて話し合ったことのあるマンション６件について、専門家等に相談し

たかどうか聞くと、１件のみが相談したと回答している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 管理組合としての建て替え意向 

「検討する必要がない」が61.1%、「当面予定がない」が26.2%となっている。 

「現在検討中」が１件、「検討したことがある」が１件ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

話し合ったこ

とがある
6.7%

話し合ったこ

といはない
88.9%

無記入

4.4%

(Ｎ＝90）

相談した

16.7%

相談してい

ない
83.3%

無記入

0.0%

(Ｎ＝6）

55(61.1%)

24(26.7%)

0(0.0%)

1(1.1%)

1(1.1%)

0(0.0%)

9(10.0%)

0 10 20 30 40 50 60

検討する必要はない

検討する必要はあるが、当面予定はない

検討する予定がある

現在、検討中である

検討したことはあるが、問題が多く進…

建替えの実現化に向けて継続的に検…

無記入

(Ｎ＝90）

（Ｎ＝90）  

 

（Ｎ＝6）  

 

過去に検討したことはあるが、問題が多く進ん

でいない 
建て替えの実現化に向けて継続的に検討して

いる 
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ウ 建て替えを検討する理由 

建て替えを検討する場合の理由を挙げてもらうと、「建物が老朽化し修繕だけでは対

応ができないから」が最も多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 建て替え検討の問題点 

「区分所有者が建て替えの必要性を十分に理解していない」が最も多い。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0(0.0%)

2(2.2%)

13(14.4%)

5(5.6%)

6(6.7%)

2(2.2%)

1(1.1%)

2(2.2%)

5(5.6%)

18(20.0%)

0 5 10 15 20

住宅の狭さを解消したいから

建物や設備が旧式化して住みにくいから

建物が老朽化し修繕だけでは対応ができな

いから

給・排水設備が古く故障が多いから

建物の耐久性に問題があるから

このままでは修繕費がかさむから

再開発事業等の計画があるから

敷地や容積率にゆとりがあるから

その他

無記入

(Ｎ＝90）

8(8.9%)

3(3.3%)

3(3.3%)

1(1.1%)

1(1.1%)

1(1.1%)

18(20.0%)

0(0.0%)

0 5 10 15 20

区分所有者が建替えの必要性を十分に理解してい

ない

区分所有者による建替え組織の設置が難しい

建替えた場合に、現在と同様の規模を確保するこ

とが難しい

検討や相談をできる専門家が見つからない

調査や計画づくりなどの検討の仕方がわからない

調査や計画づくりなどの検討を委託する費用を準

備するのが難しい

その他

無記入

(Ｎ＝35）

建て替えた場合に、現在と同様の規模を確保す

ることが難しい 

区分所有者が建て替えの必要性を十分に理解し

ていない 

調査や計画づくりなどの検討を委託する費用を準

備するのが難しい 

建物が老朽化し修繕だけでは対応ができないか

ら 

区分所有者による建て替え組織の設置が難しい 
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オ 建て替えの負担 

建て替えに際して別途費用を徴収するべきかどうかを聞くと、「負担なしで行いた

い」が 31.4%で最も多く、次いで、「負担はしても 1,000万円程度までに収めたい」が

14.2%となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カ 今後の10年間の方針 

「建て替えではなく修繕や改築で対応していく」が82.2%となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11(31.4%)

5(14.2%)

0(0.0%)

1(1.1%)

0(0.0%)

18(51.4%)

0 5 10 15 20

費用負担なしで行いたいと考えている

～1,000万円程度までで行いたいと考えている

1,000～2,000万円程度までで行いたいと考えている

2,000～3,000万円程度までで行いたいと考えている

3,000万円以上かかると考えているわからない

無記入

(Ｎ＝35）

74(82.2%)

4(4.4%)

1(1.1%)

1(1.1%)

4(4.4%)

9(10.0%)

0 20 40 60 80

建替えではなく、修繕や改善で対応して、現在

の建物をできるだけ長く使う

建替え、修繕・改修の両方を検討して、より良

い改善方法を選択する

建替えの実施に向けて検討する

その他

わからない

無記入

(Ｎ＝90）

建て替え、修繕・改修の両方を検討して、より

良い改善方法を選択する 

建て替えではなく、修繕や改善で対応して、現

在の建物をできるだけ長く使う 
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